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資料１ 

 

個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロジェクト 
第４回 ＥＬＳＩ委員会 

議 事 録 

 

 

１. 日 時  平成２１年４月２８日（火）１５：３０～１８：４０ 

２. 場 所  （財）日本公衆衛生協会 公衛ビル３Ｆ会議室 

３. 出席者 

   （委 員）丸山委員長、上村委員、北澤委員、栗山委員、徳永委員、増井委員、 

光石委員、森崎委員 

   （事務局）(財)日本公衆衛生協会 

   （オブザーバー）横野氏、ＪＳＴ、プロジェクト事務局 

４. 議事概要 

【丸山委員長】  ただいまから、「個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロジェクト」ＥＬＳＩ委員会、

第４回を開会したいと思います。本日もご多忙のところお集まりくださいまして、まことにありがとうご

ざいます。年度も改まりまして、文科省の担当者の方もおかわりになったんですが、きょう、別の業務で

お越しになるのが難しいということで、ごあいさつは次回ということになります。 

 では、最初に事務局のほうから資料の確認をお願いしたいと思います。 

【事務局】  （配付資料の確認） 

【丸山委員長】  ありがとうございます。よろしいでしょうか。また不足などがありましたらそのとき

にお申し出いただくことにして、議事に入りたいと思います。では、議題１で、議事録及び報告書の確認

につきまして、事務局から説明をお願いしたいと思います。 

【事務局】  第２回、第３回のＥＬＳＩ委員会の議事録につきましては、各委員にご確認をいただいて、

（案）をとってございます。それから、平成２０年度の報告書につきましても、過日、各委員にご確認い

ただいて、修正したものを資料２としてお出ししてございます。以上です。 

【丸山委員長】  ありがとうございます。これについては確認いただくということで、内容については、

既に検討したものではないですか。議事録のほうはいつもどおり加筆いただいて、まとめていただいたと

いうことですが、報告書のほうは、最後、ワーキンググループで終わったんですね。 

【事務局】  その後先生方にメールでお流しをし、見ていただいてということで、事務局サイドとして

は、フィックスということで、この形で文科省に提出をしております。 

【丸山委員長】  はい。じゃあ、そういうことで、ご確認いただくということですね。 

【事務局】  きょうのご確認後、私どものホームページにアップしようかなと思っております。 

【丸山委員長】  はい。お願いいたします。では、議題１についてはこのように取り扱わせて。 

【上村委員】  先生、すみません。１ついいですか。 

【丸山委員長】  はい。上村委員。 

【上村委員】  この議事録のホームページへのアップのタイミングというか、以前、大分遅れて、早く

登録してくださいというようなことが１期にもあったかと思うんですが、現在、議事録のアップのタイミ
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ングはどうなっているのかということと、あと、公衆衛生協会のほうにも、ＥＬＳＩ委員会の何かホーム

ページをつくるようなお話もあったかと思いますが、そこら辺は今どうなっているのか。 

【事務局】  既につくっておりまして、今までの資料は掲載してございます。きょうの資料が確定いた

しましたら、またそれを私どものホームページに載せると。それを受けて、プロジェクトのほうでも枝を

つくっていただいて、そこに載せていくと。だから、２段階方式で世の中に公表していくという、そうい

う段取りでおりますが、プロジェクトのほうにはまだ正式なお願いはできていません。 

【丸山委員長】  公衆衛生協会のほうはもう掲載している、というか。 

【事務局】  ええ。部分的にしております。 

【丸山委員長】  そうですか。 

【上村委員】  公衆衛生協会のトップページからＥＬＳＩ委員会は入れるようになっているんですね。 

【事務局】  はい。だれでも見られるようにしています。 

【上村委員】  ただ、多分、一般の方は、オーダーメイド医療実現化プロジェクトのホームページから

入る可能性がありますよね。 

【事務局】  おそらくそうですね。 

【丸山委員長】  多分、グーグルで検索して、最近はそこにたどり着けるんじゃないかと思います。お

詳しいじゃないですか。 

【上村委員】  いえいえ、そんな。第１期がプロジェクトのホームページでやっていたので、多分そち

らのほうから入られる方も多いと思うので、できればプロジェクトとのリンクも早めにとっていただきた

いと。 

【事務局】  はい。私のところで出しても、それはやっぱりマイナーなので、出すのは仕事の一つとし

てもちろんやりますが、やはりプロジェクト事務局のほうにもお願いをしたいと思います。 

【プロジェクト事務局】  はい。 

【森崎委員】  議事録のことでちょっと確認させてください。この委員会としてのホームページの内容

というのはデュアルになるということについて、中身は一緒だけれども、別々にされるということで、そ

れでミラーリングをしているんですか。 

【丸山委員長】  ミラーリングでお願いしたいということなんです。 

【森崎委員】  いやいや、それはどうなんでしょうと。こちらの公衆衛生協会のデータをそのまま、そ

のままというか、そのまま移植されるんでしょうけども、プロジェクトのホームページのほうに載せ変え

るというか、そういう作業になるという理解でいいんですか。 

【丸山委員長】  変えるんじゃなくて、同じものをプロジェクトのホームページにも載せると。 

【森崎委員】  だから、それはミラーリングという理解でいいですか。 

【丸山委員長】  ええ。それでいいですね。 

【プロジェクト事務局】  同じ内容のもの、同じホームページをこちらのほうにもつくればよろしいで

すね。 
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【丸山委員長】  ええ。それ自体はそんなに難しくないと思うんですが、以前話題になったときに、武

藤さん、山下さんの了解が得られているという認識なんですが。 

【プロジェクト事務局】  はい。 

【丸山委員長】  どうもありがとうございます。これまで話題に出さなかったのはこちらの手落ちだっ

たと思いますが、もうアップされていること、私も初めて知りまして。それと、こちらのほうのコンテン

ツがもう載せられているのであれば、あとは反映をお願いいたします。 

 では、議題１については、今のご報告を確認したということで扱わせていただきたいと思います。あり

がとうございます。 

 次に、議題２ですが、平成２１年度の計画についてであります。今年度、業務あるいは研究の計画につ

いて、日本公衆衛生協会、それから、研究チームとして引き続き体制が組まれます、明治学院大学の辰井

先生、それから、早稲田大学の横野先生、日本医科大学の渡邊先生、さらにはプロジェクト事務局からそ

れぞれ説明をいただきたいと思います。お願いいたします。 

【事務局】  日本公衆衛生協会につきましては、昨年度も見ていただきましたようなものとほとんど同

じであります。「Ⅰ．委託業務の内容」ということで、１．題目、２．場所、それから、３．目的とつづっ

ております。それから、４．としまして、今年度何をするかということですが、（１）外部有識者からなる

ＥＬＳＩ委員会の開催・運営を私どもさせていただきます。 

 （２）プロジェクトの適正な運営の確認ということで、プロジェクトサイド協力のもと、協力医療機関

への訪問調査であるとか、ＭＣ研修会等へ参加して、その確認を行います。 

 それから、（３）ゲノム・遺伝子研究の実施に関わる諸問題のプロジェクトへの助言、それに資するよう

な調査ということで、この部分を明治学院大学にお願いをします。この部分につきましては、必要に応じ

てＥＬＳＩ委員会委員も本事項の調査研究に加わり、協働して調査・検討を行う、としております。 

 （４）社会に対する情報発信ということで、プロジェクトが実施するシンポジウムへの参画、『バイオバ

ンク通信』への参画、ＥＬＳＩ関連ホームページの開設等々によって情報発信を行っていきます。 

 それから、（５）オーダーメイド医療実現に向けて検討すべき諸問題の調査研究ということで、①ＥＬＳ

Ｉの観点からみたプロジェクトの推進課題に関する研究と、それから、遺伝子解析の臨床応用に際しての

ＥＬＳＩに関する研究を行う。それぞれ①については早稲田大学が、②については、日本医科大学が調査

を行うということになっております。これにつきましても必要に応じてＥＬＳＩ委員会委員も本事項の調

査研究に加わって、協働して調査研究を行い、情報を共有します。 

 協会としては、こういう業務計画を持っております。 

 次に、明治学院大学でありますが、今年度は大きく２柱ありまして、①プロジェクトの継続・終了に関

する問題点の検討を行うということと、②国内外における大きな、大規模なバイオバンクの現状・課題に

関する調査研究というのを事例調査を行いながらやっていくと伺っております。 

 それから、早稲田大学は、①バイオバンクの医療・保健政策上の意義という観点からのＥＬＳＩの調査

研究、②オーダーメイド医療に関する一般市民の意識とその重要性についての調査研究を行う、③ＥＬＳ
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Ｉ委員会及びプロジェクトからの要請による調査研究を行う、それから、④早稲田大学グローバルＣＯＥ

プログラム医事法研究グループとの共同研究をやるということでございます。 

 日本医科大学でありますけども、業務内容といたしましては、①オーダーメイド遺伝子医療に関する倫

理的・法的・社会的課題を検討する委員会等の設置状況に関する全国施設調査。これが始まりつつあると

いう段階でございます。今年度から本格調査というふうに聞いております。 

 それから、②遺伝情報を臨床の場に有意義に有効に生かすための倫理的・法的・社会的課題に対応・支

援できるシステム、たとえば倫理コンサルテーション等の検討を行っていくと。③オーダーメイド医療を

理解し倫理的・法的・社会的課題に気づく教育システムの開発ということでいただいております。 

 それから、最後のページが業務協力者リストでございます。 

【プロジェクト事務局】  私ども東京大学医科学研究所の業務計画につきまして、ご説明させていただ

きます。 

 昨年の第２期スタートの２年目ということで、業務内容は、昨年の業務内容と似たような業務となりま

す。まず①血清サンプル及び臨床情報の収集を引き続き進めます。②ＤＮＡと血清、今集めてしまったサ

ンプルの保管管理及び内部と外部への研究者への配布をいたします。③統合臨床データベースを構築して

おりまして、こちらのさらなるデータの充実を図り、運用をしてまいります。 

 あと、④データ管理バンクというのは、これは東大の医科学研究所内にもう一つ、違うデータベースと

して、臨床情報のデータベースとまた違う形でデータバンクがございまして、こちらの整備のほうも引き

続き行います。⑤このプロジェクトに実際現場でご協力いただいておりますメディカルコーディネーター

のさらなるブラッシュアップを図っていきたいというふうに考えております。⑥、適正な推進と成果につ

きまして、社会の応用に関連した検討も進めていくことを考えております。⑦といたしましては、プロジ

ェクトの総合的な推進ということで、引き続き広報活動も含めたホームページの更新、あとニューズレタ

ーの発行等も引き続き行っていく予定でございます。 

【丸山委員長】  ありがとうございました。今、事務局とプロジェクト事務局からご説明いただきまし

たが、質問等お出しいただければと思いますが、いかがでしょうか。増井委員。 

【増井委員】  よろしいですか。プロジェクト事務局のプロジェクトの中で、５番のメディカルコーデ

ィネーターの育成というのは、これは要するに、こういう人たちが必要でというふうな要請というのは、

ほかのプロジェクトでも随分あるわけですよね。そういう人たちに対しては、機会として提供するという

ことは、今のところあんまり考え、、、システムが違うからというようなことが言えるのかもしれないんで

すけれども、ある部分は共通をしている。入力とか何とかは全然違うんでしょうけれども、その集める情

報とか。ただ、一般的な部分と、それから、スペシフィックにオーダーメイド医療の部分というのがある

ように思うので、一般的な部分が少し開放されると、何か受けたい人がいるんじゃないかなという気がす

るんですけど、いかがなんでしょう。 

【プロジェクト事務局】  今のところは既にメディカルコーディネーターの講習会を約２,０００名近い

方にお受けいただいて、その方々に対する定期的な。 
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【増井委員】  運営。 

【プロジェクト事務局】  そうですね。情報提供がメインとなっておりますね。 

【増井委員】  やはりすごいノウハウというところかな。きっとあとで話があるんだろうと思うんです

けれども、ＭＣの方々のいろんな苦労で得られたものというのはたくさんあるように思うので、それが文

科省だけでもたくさん、ほかにもこういう研究というのはたくさんありますし、厚労省の立場から言えば、

厚労でもありますし、そうなると、やはりそういうことが残っていくような形の動きになっていくといい

なというふうに思うんですけれど。 

【森崎委員】  ちょっといいですか。今の増井委員の言われることも理解はできますが、ただ、これは

ＭＣ講習会の内容と実態、２,０００名というのに対するものを当初から見ている人間からすると、メディ

カルコーディネーターの講習会ではあるけれども、そもそもはプロジェクトを理解する講習会という面が

まず最初にあって、その上で、プロジェクトに対して協力者にどのように説明をするかという技術につい

ての講習というものがあって、その上で、２期目になると少し様相が変わってきて、こういった情報をど

う活用するか、それを聞かれたときにどう対応するかという情報を追加していくというように、変化をし

ているという現状があると思います。 

 ですから、プロジェクトの中にいる人間、プロジェクトの中で担当するメディカルコーディネーターに

とっては有用だし、重要な知識や情報を獲得できるわけですけれども、全くこのプロジェクトとは別にゲ

ノムあるいは臨床研究を含めた意味でのメディカルコーディネーターというものがどうあるべきかとか、

どのようなスキルや知識を持つべきかという形での設定には必ずしもこれまでなっていなかった。だから、

その辺をどういうふうに、こういった土台を使って、どのように発展させていくかということを考える中

で、一般的にこういう人たちは非常に重要なんですよと。そのためにはどういうスキルやどういう知識が

必要なんですよということを煮詰めていくといい形になるでしょうけれども、今まで行われているものは

必ずしもそれを目的としてはやってなかったというところはちょっと考えなきゃいけないと思います。 

【プロジェクト事務局】  そうですね。 

【増井委員】  それはわかりました。そうだとすると、結局、渡邊先生の③は、結局今のプロジェクト

事務局の⑤という部分の知恵というのかな、そこのある部分というのがやはり非常にうまく連携できれば

いいというような形ですよね。 

【プロジェクト事務局】  そう思います。はい。 

【増井委員】  これはどうなんだろう。渡邊先生はそういうふうにお考えなのか。いらっしゃらないか

らよくわからないけど、きっとそうなんだろうと思うんですけれど。どうもありがとうございます。 

【丸山委員長】  今、森崎委員から説明ありましたように、プロジェクト事務局のこの⑤のほうは、バ

イオバンク構築のためのメディカルコーディネーターという側面が当初から強いので、むしろこの渡邊先

生の③のほうが一般的な広がりが期待できるものでないかと思うんですが。 

【増井委員】  渡邊先生の③をつくっていく、要するに、素材として、その素材というのをプロジェク

ト事務局のところでたくさん持ってらっしゃるわけで、それを生かす形での連携があるといいなというだ
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けなんです。僕は単純に。 

【プロジェクト事務局】  そうですね。素材というのもあると思うんですけれども、多分現場のＭＣの

方が、自分たちが教育受けて、こういうところが足りなかったと、いっぱいあると思うんですね。だから、

その辺で多分ヒアリングされたらいいものができるんじゃないか、反省点は生かせるんじゃないかと思い

ます。 

【増井委員】  どうもありがとうございます。 

【丸山委員長】  ありがとうございます。ほか、質問等ございませんか。 

【北澤委員】  じゃあ、今のところでよろしいですか。この３番のところで、一般に向けた教育システ

ムの構築というのは、ほんとうに一般人というか、一般市民という意味でよろしいのでしょうか。それで、

そのｅ－ラーニングもつくっちゃうという、そういう計画。渡邊先生がおいででないのでちょっとよくわ

からなかったんですけれども、そういうｅ－ラーニングシステムみたいなものをこれからつくるというこ

とですかね。 

【丸山委員長】  事務局、おわかりになります？ ちょっと難しいでしょうね。 

【事務局】  渡邊先生に確かめておきたいと思います。 

【丸山委員長】  業務協力者リストを拝見すると、非常に具体的に書かれているんですね。ほかの研究

班がオブザーバーであいまいにされているところが、ここの協力者の最後のところが、最後の方がｅ－ラ

ーニング構成の担当となっていますから、具体的にお考えなのかなというふうに思いますが、ちょっとま

た事務局にお尋ねいただくのと、おみえいただいたときにお尋ねできればと思いますが。 

【事務局】  少なくとも臨床応用を視野に入れたご研究になりますので、そういう意味では、より一般

ということだと理解はしているんですけれども、これについて、ちょっと渡邊先生には確認をしておきた

いと思います。 

【丸山委員長】  では、これについては、ご説明をいただいたということで取り扱わせていただきます。

ありがとうございました。では、引き続きまして、プロジェクト事務局から事業計画説明に付随して、来

院調査及び予後調査、そして、予後調査のワーキンググループに関する資料も提出していただいておりま

す。これにつきまして、プロジェクト事務局から説明をお願いいたします。 

【プロジェクト事務局】  先日、４月４日に、予後調査検討ワーキンググループという会議の第１回が

開かれまして、８名の有識者の先生の方にお集まりいただきまして、検討をいただいたことがございます。

審議の内容といたしましては大きく３つございました。 

 １つは、臨床情報を用いた解析を検討してはどうかという話。もう１つは、予後調査の意義等について

のお話がございました。もう１つは、死亡診断書の情報についてどう扱うべきかという審議をしていただ

きました。 

 審議事項の第１項目ですけれども、こちらのほうは久保先生のほうから、今、バイオバンクに集まって

いるいろんな情報について、説明をまずしていただきまして、その後、臨床情報を用いた解析でどういう

ことができるのかというようなお話があった後、それを受けて審議をしていただいたということになりま
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す。 

 こういう審議を今まとめた要旨になっているんですけれども、この中で、１つは現在、臨床情報を解析

するにしても、データはバイオバンク内でしか解析できないとか、いろいろ条件があったりして、外部へ

の試料配布の際に臨床情報を付加することが可能とはなっているんですけれども、提供する臨床情報の項

目、今、５項目だけに制限して、外部の研究機関のほうにはご提示させていただいているというような、

さまざまな条件があるということがございます。こういった今の既存のルールでは、臨床情報を用いた研

究というのは非常に難しいですよというようなお話がございました。 

 あともう１つ、次の疾患に関連するゲノムの情報に、因子として生活習慣や臨床情報の項目を入れた解

析は既に実施されているけれども、臨床情報を主とした解析というのはまだ手をつけていないと。ここで、

この研究、会議の中で言われている臨床情報のみを使った解析、意義というものを検討する必要がありま

すねというご意見もございました。 

 あと、非来院の患者の割合とか、あと、２度以上登録した人の人数とか、いろいろ今のデータ、バイオ

バンクが持っているデータベースのほうにいろいろそういったものが含まれてしまっておりますので、診

断の年も含めて、入力がまだ低い施設もあったりとか、既往歴のデータなどの情報の充実がどうかという

ところも含めて、データの入力項目について、カルテに戻って、再度ちょっと調査をお願いしなければい

けないということも臨床情報を充実化するためには必要であるというご意見もございました。 

 また、どのテーマの論文を書けるのかとか、あと、疾患ごとに考えていく必要がありますねと。また、

このバイオバンクの集団なんですけれども、日本の中のどのような集団として位置づけられるのかを浮き

彫りにするような調査をしたらどうでしょうかというご意見もございました。 

 結論として、４つのポイントがございます。まずインフォームド・コンセントの上で、同意内容に含ま

れる範囲のものと考える必要があって、特段の問題は見出せないですねというご意見がございます。あと、

ｎ数というのは、総登録患者数のことを言いますけれども、ｎ数が確定したバイオバンク・ジャパンのベ

ースラインの情報として、収載されている試料とかデータの内容など大きな枠組みを提示する論文をやっ

ぱりまとめる必要がありますねというご意見がございました。あと、バイオバンク・ジャパンに登録され

ている患者群の特性、日本の患者群の中でもどういった階層のデータが集められているのかということを

明らかにする必要がありますねと。そのためには代表的な疾患群について、記述疫学的な論文をまとめる

ことには意義があるでしょうと。例えば厚労省の患者調査との分布の比較とか、病院間比較というのもし

てはいかがと。これらのものをいろんなところでも公表する方法を検討していきましょうというお話がご

ざいました。 

 次に、審議事項２といたしまして、予後調査の意義について引き続きご検討いただきました。まず予後

調査が、もともと予定されていなかったものですよねと。参加者への説明とか、同意書に示されていない

調査でありますねと。予後調査を行わなければ、本プロジェクトの価値が著しく損なわれるのでなければ、

実施すべきじゃないですねというご意見もございました。 

 そういう話を前提に、例えば糖尿病で、循環器疾患やがんになって亡くなっていくという人を突きとめ
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て、遺伝型と死亡リスクの関連を調べることができれば、将来、治療法の選択に際してはやっぱり、相当

有効な成果が得られますと。あと、バイオバンク・ジャパンに集まっている試料は、発生の要因の検討は

できませんと。しかし、死亡とその死因の非常に明確なアウトカムの指標を集めるというのは、研究とし

てすごく重要であるというご意見がございました。 

 次に、本来は、追跡手法を計画する段階で当然収集すべき基本項目でありますが、病院によっては、そ

の業務管理の必要性から、治療のアウトカムとして患者さんの生存を確認しているところも実際にはあり

ますねと。 

 また、生存確認をする際に、市町村によっては、同意書がないと住民票の照会に応じてもらえないとこ

ろもありますし、ＮＩＰＰＯＮ ＤＡＴＡなどでは、本人の同意書がなくても患者さんの異動を把握できて

いるところもありますよと。予後調査の実施が決定されたとしたら、文科省、厚労省、総務省からやはり

市町村あての協力依頼文書を取りつけるべきでしょうねというご意見ございました。 

 あと、広報の観点から、死亡ということで調査するのではなくて、生存調査とか、健康調査という表現

をとるようにしてはいかがかと。地域のコホート研究ではそのような表現をして、実際に研究しています

ということです。 

 あと、予後調査は、病院のスタッフが行うことは問題ないと思いますが、お願いした場合、病院のそも

そものモチベーションがあるかと。予後調査というのが診療行為以外の内容となることと、病院はトラブ

ルのリスクを回避したいでしょうから、実施にはまだ抵抗を示されることが予想されますよねと。予後調

査の専門的な、そういった業務をするセンターですね。そういうセクションを立ち上げて実施するのが現

実的な対応となるのではないでしょうかというご意見でした。 

 結論といたしまして、この審議の話では、バイオバンク・ジャパンの試料の特性とその有効活用につい

て考えた場合、予後調査を実施する意義は高いという合意はございました。また、本プロジェクトの説明

文書の関係で、病院から患者さん本人にアクセスすることについては、特に制限されていないというのも、

同意書をその場で皆さんに見ていただきまして、確認をしていただきました。 

 あと、審議事項３につきまして、これは来院調査に関係することなんですけれども、死亡診断書の情報

について、病院のほうで調べていただきたいという調査項目がございまして、こちらのほうの死亡診断書

の記載内容の取り扱いということについて、ご意見をいただきました。 

 来院調査ということで、去年の年末から３月にかけまして、各病院、協力病院のほうで、データを入力

いただいた調査項目になります。４月の上旬に、その患者さんに対しまして、初年度、いつインフォーム

ド・コンセントをしましたかと。最初の調査票をつくった日付はいつですかと。来院調査を実施した日は

いつですかと。その患者さんの最終来院日はいつですかという、来院状況の日付の調査と、最終来院日の

状況ということで、病院のほうで亡くなられていることを確認されている。もしくはもうずっと来ていな

いですよという場合は不明と。ずっと通院されている場合は生存ということで、ここまで４月の上旬の段

階ではデータ回収をいたしまして、今、２０万人のうち、ちょっと入力が遅れているところがございまし

て、１７万４,０００名ぐらいの患者さんにつきましては、すべて収集した結果を整理していただいていま
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す。 

 一部ちょっと入力が明らかにおかしい日付が入っていましたので、病院のほうにフィードバックして、

入力内容を確認していただいたりとかという作業を今、進めております。死亡診断書の記載内容につきま

しては、まだ病院のほうで入力した状態で回収はしていないという状態でございます。 

 ここの死亡診断書の記載内容につきまして、ご検討いただいたのが審議事項３の内容となります。 

 まずいただいたご意見なんですけれども、死亡診断書の文書としての管理方法は、カルテにとじこんだ

りとか、あと、医事課のほうで管理したり、病院のほうでも、特にこれはルールが決まっていないという

ことがございます。 

 あと、死亡診断書の法的な位置づけにつきまして、明確に説明することは非常に困難な性質の文書であ

りますねというご意見。あと、厚労省の死亡診断書マニュアルでは、医学研究に資する情報との記載もあ

りまして、この死亡診断書の性格は、火葬埋葬許可を得るためだけの文書ではないですねと。あと、死亡

診断書に記載された死因、必ずしも正しくはない場合もありますと。主治医の死亡サマリーを収集しては

どうかという意見も出されたんですけれども、しかし、死亡診断書の死因の決定方法には定義というのが

ありまして、人口動態統計における死因の定義と一致するということもありますから、ほかのデータと比

較可能な情報を、エンドポイントというのは、この研究の死亡の日付を指すそうなんですけども、このエ

ンドポイントとするほうが有用性が高いという意見がございました。 

 結論としまして、死亡診断書に記載される情報は、カルテから転記されるものであると。逆に、カルテ

に書かれていない情報が死亡診断書に書かれることはないということから、カルテに準じる情報として取

り扱ってよいのではないかというふうな合意をいただいております。 

 今後、ＥＬＳＩ委員会の判断を待ってから、ここのデータを病院から回収するかどうかを決定したいと

我々は思っていまして、今回ご意見をいただけないかというふうに思っております。以上でございます。 

【丸山委員長】  ありがとうございます。今、プロジェクト事務局から、予後調査検討ワーキンググル

ープの議事の内容と、あわせて、来院調査についての問題の検討依頼、既に第１回の委員会で、理化学研

究所のこのプロジェクトの久保先生から依頼があったところなんですが、その具体的な問題が現在こうい

う検討状況にあり、それから、我々にこういう形で投げられているという説明でございました。 

 少し言葉を足しておきますと、以前からこのＥＬＳＩ委員会とどういう関係に立つのか問題になってお

りました予後調査検討ワーキンググループが、なかなか迅速に開かれるということはなくて、４月になっ

てようやく開かれました。以前はＥＬＳＩ委員会のメンバーが参加するというのも検討してほしいという

意見が出され、私のほうもそういうお願いをしたんですが、第１回の様子を見ておりますと、出席者のこ

の顔ぶれを拝見すると、というか、私も出ているんですが、疫学専門家が多いですね。清原先生、九州大

学の久山町のコホート研究でもう長らく高名な方ですね。それから、久保先生ご自身も清原先生のお弟子

さんだったようなところがあり、それから、辰井さんは、これは法律、刑法の先生なので、辰井さんだけ

は違うんですが、あと、玉腰先生は、名古屋大学のジャックスタディ、それから、その後のジェイミック

スタディで、やはり当初は血清を集める、それから、現在はゲノム、血清両方集める。それ以外もあるか
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もしれませんが、コホート研究をなさっていた方です。現在は、離れられておりますけれども、離れてい

るというか、事務局、プロジェクト側にはいらっしゃらないんですけれども、疫学、公衆衛生の、あるい

は予防医学の専門の先生ですね。濱嶋先生が名古屋大学のゲノムコホートの主任研究者で、現在、コホー

トの大学あるいは医療機関、研究機関が参加しているジェイミックスタディの代表者でいらっしゃいます。 

 私の立場というのは、ＥＬＳＩ委員会の側から１人ということで、ちょっと私個人としては、あとでも

言おうかと思うんですが、議論には少し参加するんですが、決定の際にはオブザーバーでおろうかなとい

うような感じでおります。 

 それから、武藤さんは、よくご存じの、このオーダーメイドのプロジェクトの社会問題を担当されてい

るんですが、私も武藤さんも疫学会のメンバーではあるんですね。というので、あと、山縣先生も公衆衛

生、疫学、山縣先生は活動分野が広くて、脳の研究などもなさり、それから、健康日本２１の関係もおあ

りで、いろんなところで活躍されていますが、医学ですね。ですから、この予後調査研究ワーキンググル

ープの特徴を一言で言いますと、疫学者の立場からあるべき予後調査を検討するというところだろうと思

うんです。 

 以前、このＥＬＳＩ委員会からも参加をもう少したくさんしてはどうかということはあったんですが、

少なくともＥＬＳＩからの社会的、倫理的、法的問題からの検討は、この予後調査検討ワーキンググルー

プの中でするというのは避けたほうがいいんじゃないかと。まずその疫学、公衆衛生の観点で、ここで議

論いただいて、その結果を今日のようにプロジェクト事務局、あるいは武藤さん、久保先生、どなたでも

いいんですが、プロジェクトのほうからその予後調査検討ワーキンググループで決まったことを投げても

らって、こちらで社会的な観点、倫理的な観点から、あるいは法的観点から問題を検討すると。分業した

ほうがいいかなというのがこの出席者の顔ぶれと、それから、議論の性格ですね。やはり疫学研究者の立

場から議論されているところが強いように感じましたので、もしよろしければ、そういうような取り扱い

で、このワーキンググループとかかわっていきたいと思います。 

 あるいは、それでもオブザーバー参加ということで、生の議論を聞いてみたいというふうにお考え、あ

るいはご希望があれば、また検討させていただきたいと思いますが、とりあえずこのワーキンググループ

でなされる議論と、我々がする議論とで性格がちょっと異なるように思いますので、分業体制で考えてい

ければというふうに思いますが、よろしいでしょうか。ちょっと質問等あれば出していただければと思う

んですが。光石委員、どうぞ。 

【光石委員】  ちょっと１点だけ。死亡診断書記載内容という、これを見ていますと、死因の種類とし

て、「不詳の死」というのが一番下にありますが、死亡の原因というのも、「不明」というのがあるわけで

すよね。 

【丸山委員長】  はい。 

【光石委員】  そうすると、それは「不明」とここに書くことになるんですか。その直接死因とか。 

【丸山委員長】  ええ、そうですね。ここはチェックを入れるんだったと思うんですが。死亡診断書の。 

【光石委員】  そうなんですか。 
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【丸山委員長】  ええ。この３つのうちのどれにするかという。 

【プロジェクト事務局】  そして、○のところはクリックする、ボタンみたいになっています。 

【光石委員】  はい。「不詳の死」というのにもしチェックする場合には、その上のところは書きようが

ないんですね。 

【プロジェクト事務局】  そうですね。 

【森崎委員】  これは私も最近自分であまり書かないのですけれど、診断書の記述をそのまま引き写す

形になっているので、死亡診断書あるいは死体検案書の中には、死因を書く欄と、それから、死因につい

て分類する欄があって、死因の種類には、病死か自然死というのと外因死、どっちかわからないという、

どれかを選ぶというスタイルに確かなっているので、それはそのまま、このデータとして取り込もうとい

う意図だと私は理解していますけど。 

【光石委員】  「死因」という言葉と「死亡の原因」という言葉は違うんですか。 

【丸山委員長】  いや、同じで、１のほうは具体的に書いてください。それで、下の死因の種類は３つ

に三分したときのどれに当たるかチェックを入れてくださいというか、分けてくださいという趣旨です。 

【光石委員】  はい。 

【丸山委員長】  ちょっと内容については、あとでまた、この後すぐ議論したいと思いますので、とり

あえずそのＥＬＳＩ委員会とこのワーキンググループの関係、今、説明したようなところで整理させてい

ただいてよろしいでしょうか。 

【森崎委員】  ちょっと１点質問です。ワーキングのほうの話で、確かにこの検討で、検討された事項

は、公衆衛生、あるいは疫学の面での検討が多いのですが、審議事項１について言うと、臨床、そのとら

え方で、どういう解析をするかということによるわけですけれども、必ずしも臨床情報を使った検討は、

疫学的な検討だけではないとは十分考えられるというか、このプロジェクト自体は、もちろん最終的には

疫学的要素は入るんですけれども、疾患の原因や疾患の、既にあるデータをもとにするという疫学的な手

法とともに、ある断面での因果関係を検討する。そのときに生じるあるいは収集をする臨床情報というも

のを使うわけですよね。そうすると、疫学的な観点で議論はされているんですけれども、審議事項１とい

うのをどのように議論するかということにおいては、ひょっとすると、ここで扱うべき話題をちょっと超

えた領域も議論されているようにも思うんですよね。 

【丸山委員長】  ええ。もちろんそうです。扱う問題自体は、このワーキンググループで取り上げて、

こういう議論をしているんですが、この後、我々もこの問題について議論するので、問題自体は両方。私

は疫学と言いましたけど、もうちょっと広く医学と言ったほうがいいかもしれないですね。この審議事項

１なんかですと、疫学の枠を超えるのがあるかもしれないんだと思いますが、議論を、このワーキンググ

ループでは医学の観点から、我々のところでは同じ問題について、社会、倫理、法の側面から検討すると

いう、その分業関係でとりあえず対応するのはいかがかということなんですが。 

【森崎委員】  いや、ちょっと私のコメントは、その側面とともに、逆に言うと、疫学的側面からの議

論をするワーキングであるというふうに位置づけるのであれば、非常によろしいと思いますが、逆に、特
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に審議事項１に関しては、このメンバーだけなのか、あるいはもっと、いわゆる臨床医学あるいは病因病

態解明という側面からの議論というのと、このグループでの議論と、あと、それに加えて、このＥＬＳＩ

委員会を含めた議論というものがあるべきものかなと思いましたので、そういった意味で、この調査検討

ワーキングでの議論は、主として、取り上げる課題はもちろん種々ありますし、それについて、今回、こ

のＥＬＳＩ委員会でのとらえ方としては、主として医学、特に疫学的側面からの検討を行うところである

という理解をして、そのように対処しましょうかという判断でよろしいですか。 

【丸山委員長】  ええ、そうです。徳永委員。 

【徳永委員】  少し関連することなんですが、この審議事項１というのは、この記録を拝見すると、臨

床情報を用いて、基本的には臨床情報だけで、こういう分析をして、一般に言われている、Ａという病気、

疾患であれば、Ａという疾患の臨床情報と同じ特性なのか、あるいは少し違うのかという、そういうもの

を明らかにして、何か論文にまとめておこうというふうに受け取れるので、ほんとうにそれだけのプラン

なのかどうかですね。つまり、ゲノム情報は一切想定されていないと。臨床情報とゲノム情報はもう既に

解析されているからというような言葉が入っているということは、つまり、臨床情報だけを使って、何か

解析できることはしておかなければいけないねという話し合いなんですか、ここは。ちょっとそういうふ

うに受け取れるんですが、かなりそういう限定した議論なのか。 

【丸山委員長】  プロジェクト事務局のほうでお答えになりますか。私がしゃべって、プロジェクト事

務局に補足をお願いしましょうか。私が受けた印象では、臨床情報については、外部に出せないんですね。

これはインフォームド・コンセントなり、当初のこの研究計画のあり方から出せないので、試料配布など

での研究には使えない。しかし、内部、特に理研と、あるいは医科研の研究においては使えるんですけど、

これまで臨床情報は研究してこなかったということがあり、これではやっぱりもったいないのでというか、

集めたサンプル、それから、データ、やっぱり目いっぱい使わないと申しわけないということで、臨床情

報の研究利用についてどうしたらいいでしょうかというのを、久保先生がほかの委員に相談というか、意

見を求められたということですね。 

【徳永委員】  そうすると、例えばここでの議論というのは、最初の第一歩として、Ａという疾患なら

Ａという疾患として収集されたこの試料の分が。 

【丸山委員長】  ええ。 

【徳永委員】  その患者の分が持っている臨床情報をしっかり分析しておいて、バイオバンクはこうい

う、この疾患に関してはこういう特徴を持っている患者群ですと、サンプル群ですと、こういう、ちゃん

と記載をしておくというか、それを公表しておかなきゃいけないんですか。 

【丸山委員長】  そういう記述疫学をやったらどうかという意見もあったんですね。 

【徳永委員】  おそらくその次には、ゲノムの情報と臨床の情報、よりきめ細かくその関係を見ていく

ことになるんですが、今の、先生のお話だと、外に出せないという、臨床情報を出せないというのは、ゲ

ノムに加え、その臨床情報との組み合わせでもって、ゲノム解析を外部とできないということですけれど

も、そうなんですね。 
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【丸山委員長】  外部の研究者の試料配布の対象とはしないというのが私の理解ですね。だから、ある

とすると、東大の方か、医科研、理研の方か、それか、最大限拡大しても、共同研究の形をとるんでしょ

うかね。そうしたら可能だと思いますけど。 

【徳永委員】  そうなんですか。 

【丸山委員長】  ええ。独立の第三者には配布しないというのが当初の約束だったと思います。サンプ

ルは前回も言いましたように……。 

【徳永委員】  サンプルは出すんですね。 

【丸山委員長】  ええ、出すんですね。 

【徳永委員】  出しますよね。 

【丸山委員長】  サンプルは出して、サンプルを出す際に……。 

【徳永委員】  そこに臨床情報はつかないということですか。 

【丸山委員長】  つかないです。 

【増井委員】  ５項目までで。 

【徳永委員】  ５項目まで。ああ、そうか。 

【丸山委員長】  ５項目まで、その注文を聞いて、それを満たすサンプルを提供するという形なんです

ね。 

【増井委員】  やはりこれがきっと一番大きな障害になっていて、外からの要請がゲノムに対して少な

くなるすごく大きな要因になっていることは考えられるというか、海外で話すと、「えっ」とかいう感じを

されるのはそこですよね。だから、イギリスだと、もう情報は全部出すけど、ＤＮＡは出さんと。リミテ

ィブリソースだからという、そういう。だから、かわって解析してあげるよと、その情報をあげるから、

自分たちで解析してねという形をとっているんですね。だから、その５項目というと、やはりしんどいの

かなと思うし、それが例えばこの５項目と、あとから、こっちのほうが大事だったといって、動けるのか

とかね。それをやると、でも、要するに、何となく２００項目全部。４０回やれば２００項目を全部もら

える。 

【徳永委員】  急に研究者の立場になって考えると、すべての事案が持っている臨床情報を加味、ゲノ

ムの結果、解析結果とあわせて、すべてサブセット解析をしたものがデータとしてまず提供されると。そ

の中で、自分たちが共同研究あるいはＤＮＡを供給してもらいたいといったときに、その結果を見た上で

どう、５つだったらまだいいんですけどね。どの５つをつけて供給いただきたいというような形だったら

わかりますけどね。 

【丸山委員長】  きめ細かなやりとりは、プロジェクトと、試料配布の担当者とはできると思うんです

けど、基本線はそういうところで縛りがかかっている。 

【森崎委員】  実際の手続を見ると、あるいは今まで見聞きして、現場での話を聞くと、５項目なんで

すが、どの項目を使ったらいいかとかいうことについては、かなり途中でやりとりをしているのが現状で

はあるんですね。ただ、そういう現状があるということが外に十分に伝わっていないという側面も実際は
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あると考えられるので、いや、徳永先生言われるように、研究者という立場ですると、そういうものなし

に、ない情報から５項目を選べというのは、それができていい結果が出るというのは、ある意味では非常

に優秀というか、勘の鋭い研究者になりますよね。 

【徳永委員】  ギャンブルですね。 

【増井委員】  運がよかった。 

【森崎委員】  そう、運がよかったということになるのは事実だと思います。 

【丸山委員長】  ありがとうございます。じゃあ、ちょっともう内容の議論に入っていますから、とり

あえず２つの、我々の委員会とこのワーキンググループの関係については、先ほど私が言ったようなとこ

ろで扱わせていただきたいと思います。 

 次に、具体的な問題なんですが、この審議事項の１については、今も徳永先生のほうから質問いただい

て、私がわからないままお答えしたように、研究のあり方についてであり、先ほど言いました全くの外部

の研究者には試料配布の際に、臨床情報を詳しくは出せないという枠になっているようなところがあるん

ですが、とりあえず喫緊の問題はないと思います。プロジェクト側として問題提起されているのが審議事

項の２と３でありまして、久保先生のほうから求められている順番でいきますと、審議事項の３について、

まず検討してほしいということで、もうデータの吸収が、プロジェクト側でなされているんですが、この

四角の部分については、まだなされていないんですね。ＥＬＳＩ委員会のほうで、しても構わないという

ことであれば、データの吸い上げというんですか、プロジェクトに上げると、医療機関からプロジェクト

に上げるということを進めたいということですが、そういう理解でよろしいですか、プロジェクト事務局。 

【プロジェクト事務局】  そうですね。はい。 

【丸山委員長】  じゃあ、そのところで、先ほどご質問いただいたところにも関係するんですが、この

死亡診断書情報について、バイオバンク・ジャパンが収集することに問題がないかということですね。以

前、きょうはちょっと用意していないんですが、インフォームド・コンセントの説明文書をごらんいただ

いた、第１回だったかと思うんですが、臨床情報については、当初の同意が与えられた後も随時、現実に

は年１回カルテから汲み上げますということが説明されており、協力者の方から同意が得られているとい

うふうに言っていいんですが、協力者が死亡した場合に、死亡診断書に書かれる情報をそのまま集めたい

ということなんですね。それができるかどうかということであります。 

 この四角に囲んだところがカルテ情報と言えるのであれば、臨床情報は収集するということであります

ので、同意が得られていると、扱えるということなんですが、果たしてそのカルテ情報と言えるかどうか

ということであります。このワーキンググループで議論になりましたときに、審議事項の３の２つ目のこ

の「●」でありますけれども、法律のほうから辰井委員が、死亡診断書の法的な位置づけについては明確

に決まっていないと、どちらであるかというのはちょっと議論はなされていないので、文献などを調べて

も判断するのが難しいのではないかというような意見だったと思います。 

 現実に、プロジェクト事務局なり、武藤さんなりから伺うところでは、病院によっても取り扱いが異な

っていて、カルテにとじ込んでいる病院と、それから、死亡診断書は診療記録とは別だということで、死
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亡診断書だけ別にとじている医療機関があるようです。まさにどちらに正確づけられるものかということ

なんですが、この情報の内容のほうから見ますと、この審議事項の３の最後に書かれている、下から４行

目、３行目のところなんですが、内容的にはカルテに書かれている以上の情報は死亡診断書には書かれて

いないので、カルテ情報に準ずる情報として、臨床情報あるいは診療情報としてそのバイオバンク・ジャ

パンが収集することが認められるんじゃないかというのがワーキンググループの結論なんですね。その結

論に対して、我々もそうだと言ってよろしいのかどうかということが第１の課題であります。 

 それから、第２の課題は、この審議事項の２で扱われました予後調査のあり方についてで、これはまた

あとで説明し、ご検討をお願いしたいと思います。 

 まずこの四角の部分の情報について、バイオバンク・ジャパンが収集することについて、もう準備はで

きているそうなんですが、どう考えるかということなんですね。ご意見いただければと思いますが。増井

委員。 

【増井委員】  ちょっと確認なんですけれども、これは要するに、患者さんがインフォームド・コンセ

ントを受けて、そして、かかっていて、インフォームド・コンセントを受けた病院というのがありますよ

ね。Ａ病院というのが。転居して、Ｂ病院にかかるようになって、それで、そのＢ病院にその死亡診断書

があると、そこまで追うんですか。そうじゃなくて、Ａ病院のその持っている情報だけをとっていく。 

【丸山委員長】  それは病院の方針ですね。基本的にはＡ病院が持っている情報に限るようなんですが、

前回の日本医大は追っているみたいですね。死亡診断書の確保まではしているかどうか、ちょっと……。 

【増井委員】  ええ。医療の品質管理の一環として……。 

【丸山委員長】  予後情報の収集ですね。 

【増井委員】  ええ。予後情報の収集をされているという、それはすごく大事なことだと思うんですけ

れども、そうすると、でも、そこには死亡診断書はないわけですよね。 

【丸山委員長】  うん。 

【増井委員】  そうすると、死亡診断書から転記をするわけではないんだけど、それはどういう取り扱

いになるのかな。 

【プロジェクト事務局】  不明になっています。 

【増井委員】  不明になっちゃうんですか。 

【プロジェクト事務局】  特に離島のＭＣの方から質問があったんですけれども、狭いところなので、

おばあちゃんが亡くなりましたとか、そういうのがやっぱり口頭であるらしいんですね。 

【増井委員】  全部知っている。 

【プロジェクト事務局】  でも、それは死亡診断書がないということで、すべて不明になっています。

やっぱり基本的に病院に通院された患者さんの追跡調査しかやっていませんので。 

【増井委員】  もったいない気はするけど、いや、だから、カルテから記載されたものであり、カルテ

に準ずる情報であるということがどこまでつづるかだけの話を僕はして、、、。 

【丸山委員長】  だから、今、念頭に置いているのは、自院で死亡診断書を書いた場合です。 
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【増井委員】  そこの場、そこでですね。 

【丸山委員長】  うん。そこまで問題はとりあえず拡大させないで、死亡と、検討いただければと思う

んですが。 

【増井委員】  はい。わかりました。 

【丸山委員長】  北澤委員、どうぞ。 

【北澤委員】  素朴な疑問で大変恐縮なんですけれども、今のお話だと、自分の病院にずっとかかって

いる人はわかるけれども、よその病院に引っ越したりして、移って、それで、そこで死んだというような

人はもう追えないということになりますよね。 

【プロジェクト事務局】  そうですね。 

【北澤委員】  そうした場合に、仮に死亡の情報を集めたところで、そのもともとの集めた全員からす

ると、非常に限られた集団の情報になるわけなんですけれども、そういう集団で、仮にその死亡について

の情報が集められて、その関係性などが解析されたとしても、それはどのぐらい正しいのかというのがい

ま一つちょっとよくわからないんですけれども、どうなんでしょうか。 

【プロジェクト事務局】  今、２０万人の患者さんにご登録いただいているうち、角が丸いほうの情報

が集まっていたのが１７万７,０００件の患者さんについて、上が日付の情報ですね。来院されているかど

うかというのは、１７万７,０００件集まっておりまして、そのうち死亡であるというのが約１万人ぐらい

なんですね。あと、最終来院日から逆算して、１年以上来院されていないという方が５万人ぐらいいらっ

しゃるわけですね。その方については、もう情報がこれ以上収集できないというのが今の現状ですね。 

【北澤委員】  だから、その５万人がもう全員死んだんだって考えるのか、まだどこかで生きていると

考えるのかで、結果も随分違ってくるんじゃないかと、素朴に思っただけなんですけれど。 

【丸山委員長】  もう追跡中止の扱いじゃないんですか。 

【プロジェクト事務局】  そうですね。いらっしゃってないから、もう臨床情報の更新はできない状態

ですね。 

【丸山委員長】  じゃあ、死亡診断書がありそうな人というのは、１万人ぐらいなんですか。それとも

やっぱり他院で亡くなった方もいらっしゃるので。 

【プロジェクト事務局】  そうですね。死亡がその病院で確認されている方になりますね。言い伝えと

いうか、伝言で、ご報告いただいているのはちょっと今回は死亡にはカウントしていないですね。不明の

ままになっています。 

【丸山委員長】  まだこの上の「○」のところの集計というか、ああ、そうか、集めはしたけれども、

集計は完了していないんですか。 

【プロジェクト事務局】  そうですね。今集まった、今大体のざっくりした数字だけですね。 

【丸山委員長】  ざっくりした数字で、その「○」のところの最後の死亡診断書、あれは幾らぐらいな

んですか。 

【プロジェクト事務局】  それはまだ聞いてなかったので、すみません。 
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【丸山委員長】  ああ、そうですか。数千なんでしょうね。 

【プロジェクト事務局】  と思います。 

【丸山委員長】  うん。その数千の情報をこのバイオバンクに送っていいかどうかが今、この検討して

ほしいという問題なんですね。 

【プロジェクト事務局】  そうですね。死亡が５％、１万人という数だったので、そのうち何名、死亡

診断書があるかどうかということですね。 

【丸山委員長】  おそらく病院で、うちは出さないといったら、もうもらえないですね。うちは出さな

い方針ですと言われると。だから、出していいという病院からいただくのがいいかどうかということです

ね。 

【プロジェクト事務局】  そうですね。 

【光石委員】  あの死亡診断書というのは、法的には、死体検案書のことなんですね。 

【丸山委員長】  同じようで違います。 

【森崎委員】  いや、違います。 

【光石委員】  違うんですか。 

【森崎委員】  死亡診断書は、２４時間だったかな。 

【丸山委員長】  ですけど、用紙は同じですね。 

【森崎委員】  用紙は同じで、どっちかを消すだけですから、基本的には同じ様式ですね。 

【光石委員】  同じ用紙で。 

【森崎委員】  ええ。その病院で継続して診療している場合には、通常は診断書のほうで出すと思いま

す。だから、診断書の場合には、当然カルテの内容と一致するのが当然だと思いますが、検案書となって

いた場合はちょっと、逆にカルテの内容がないでしょうね。 

【丸山委員長】  だけど、これはイメージされているのは、検案書として発行された場合も欲しいんで

しょうね。その病院で運び込まれたら。ややこしいから、やめましょうかね。 

【森崎委員】  そうですね。このあたりは。 

【光石委員】  カルテにこんなふうに書くんですか。直接死因があったら、そのアの原因、今度はまた

そのイの原因、それからまた、ウの原因なんて、こんなふうに。 

【丸山委員長】  こういう形では書かないと思いますけど。 

【森崎委員】  カルテには書かないですね。 

【光石委員】  カルテには書かないんですよね。 

【森崎委員】  書かないですね。だから、それはカルテの内容から。 

【光石委員】  推測しているんですか。 

【森崎委員】  その医師が判断をして、因果関係を書くという作業は診断書だけですね。 

【光石委員】  それは単なる推測で、そういうふうにやっていくんですか。 

【丸山委員長】  推測というと、もうちょっと……。 



 -18- 

【森崎委員】  根拠は大概あると思いますが、いや、この階層が正しいかどうかというのは検証できな

い場合も確かにあるでしょうけど。 

【光石委員】  これはすごく大事な、もしこれが事実だったとしたら、すごく大事なことですよね。何

が原因かというのは。だけど、それがいいかげんだとすると、何か研究データがおかしくなっちゃうんで

しょう。 

【森崎委員】  もちろんそうですが、ほんとうに生物学的に病因、死因として因果関係があるかどうか

というのをほんとうに証明できているかというと、それは答えは否だと思いますがね。 

【丸山委員長】  この議題３の４つ目の「●」なんですが、上半分は私の意見なんですね。「死亡診断書

に記載された『死因』は必ずしも正しくない場合もあるので、主治医の死亡サマリーを収集してはどうか」

というのは私が出したので、それに対して、久保先生は、やっぱり死亡診断書の死因というのは定義があ

って、制度化されていると。制度化された死因を把握することにこの臨床情報収集は焦点を当てたいとい

うことで、制度的に死亡診断書に記載すべき情報、人口動態統計に入る情報ということで、こちらをエン

ドポイントとして収集したいとおっしゃって、こういう議論になったんですね。だから、ほんとうにそう

なのかというのは、今、森崎先生に発言いただいたように、そうでないケースもあるかもしれないという

のは未検証じゃないかと思うんですが。それはともかく、同意の問題で認めていいかどうかというところ

に話を戻したいんですが、いかがでしょうか。 

【上村委員】  病院に通院している患者の立場から考えると、カルテというのは、その病院に行ってい

るから、その病気であるがための記録というふうに理解すると、この死亡診断書というのが、先ほど転院

した人が５万名いると。ということは、プロジェクトが第１期で２０万人ですね。そのうち５万人はもう

来院していないとなると、４人に１人の方は来院していないと。その来院していない理由を推測するには、

中にはその病院の治療やドクターとの折り合いが悪くて出られた患者さんもいると思うんですよ。とした

ら、このプロジェクトに協力している病院に対して、ある意味、反感とか嫌悪感を抱いている患者から見

れば、自分の生き死にはもう関係ないということで、それが自分の関与しない中で記録してとられている

ということに対して、やっぱり不快感を感じる患者さんもいると思うんですね。 

 だから、ここをどう考えるかということと、少なくともこの審議事項の２にある、やはりこういう調査

をいたしますと、これは研究に資するという趣旨で、やはりきちっと広報はしないとまずいと思うんです

ね。だから、ちょっと、いけないとは言わないですし、私は研究を推進していただきたいので、こういう

調査は重要だとは思いますが、患者さんの中には、もうその病院から離れているのに、自分の生き死にの

情報まで記録されているということに対して、問題と感じる患者さんもいると思います。 

【丸山委員長】  前半の部分は、死亡診断書、病院にないと思いますので、それはその情報がバイオバ

ンク・ジャパンに行くことはないと思うんですね。通院を継続されている患者が対象になるということで

す。 

【プロジェクト事務局】  そうです。病院で亡くなられた方です。 

【上村委員】  じゃあ、あくまで、その病院で亡くなられた方だけですか。 
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【プロジェクト事務局】  そうですね。 

【上村委員】  そういう限定されているわけですね。 

【丸山委員長】  ええ。さっきの死亡診断書に限るということであれば、医療関係が継続しているとい

うことですね。栗山委員、どうぞ。 

【栗山委員】  ここの審議事項３の２と３の「●」が前提として正しければと言ったら変な言い方です

けど、医学研究に資する情報、死亡診断書というので、なおかつ、自院で死亡診断書を書いた場合のみ記

載するという前提に立つのであれば、それは収集してもいいかなと思うんですが。ただ、追跡して、上村

委員がおっしゃったように、追跡して、それを情報収集するというのは、いわゆる患者さんの思いを忖度

して、インフォームド・コンセント内ではなくて、外に当たるかもしれないので、やらないほうがいいか

なと思います。 

【丸山委員長】  今の栗山委員のご意見だと、治療関係が継続していて、その病院で亡くなった方につ

いて、その病院がつくった診断書であれば。 

【栗山委員】  診断書であればいいと思いました。それが、ただ、そうはいっても、その結果すごくバ

イアスがかかって、使えない情報になることは考えられますよね。ただ、７５％は追跡できるのであれば、

それはやっていい、やったほうがいいことかなと。落ちたのが５万人ということで。 

【丸山委員長】  今のところですから。残りは落ちていないということですね。 

【栗山委員】  もうちょっと増えるのかもしれないですけど。 

【丸山委員長】  だけど、まだお元気な方がもちろん大部分で、亡くなった方は、その中の１万人とい

うことなんですが。 

【光石委員】  だけど、いずれにしても、何の説明もしていないんでしょう、その点は。 

【丸山委員長】  ええ。 

【光石委員】  それを今の段階で何か説明をしたらこういうことができるかという、そういう意味なん

ですか。今までの方には説明は一切していないわけですよね。 

【丸山委員長】  だから、診療情報を収集しますという中に含めて考える。 

【光石委員】  でも、それはちょっと普通の人には考えられないから、やっぱり自分の予後のことにつ

いてまでちゃんと調べますというようなことは言っていないんですよね。 

【丸山委員長】  いや、予後は言っているんですが。 

【光石委員】  予後は言っている。 

【丸山委員長】  診療情報については継続的に収集しますというのは、パンフレットにもありますし、

同意も得てあるんですね。 

【栗山委員】  すみません。つけ足します。それが前提なので、追跡調査します、カルテから転載しま

すということが前提として、インフォームド・コンセントをいただいてというか、説明していただいてい

るのですから、死亡情報もその一連の流れの中でいただいてもいいのではないかなと思いますということ

です。先生がおっしゃったようには、私は理解していないということです。 
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【丸山委員長】  ええ。栗山委員の意見と、今、光石委員の意見はちょっと違う。 

【栗山委員】  前提条件があるので、私は。すごい微妙なことですけども。 

【丸山委員長】  ということですね。じゃあ、光石委員の意見をもう少し。 

【光石委員】  やっぱり自分が死んだ、どういう原因で死んだというようなことについても研究したい

とはっきり言っているんだったら、それで、わかりましたということでやるならいいんですけれども。 

【丸山委員長】  それは言っていると思うんです。 

【光石委員】  そこまで言っているんですか。 

【丸山委員長】  診療情報というのはそこを含むと思うんですね。当初のパンフレットに、診療情報を

収集しますということは述べられていますので。 

【光石委員】  死亡という言葉は使っていないように、要するに。 

【丸山委員長】  それはなかなか使えないと思います。 

【光石委員】  そうでしょう。 

【丸山委員長】  だから、ここでもその前のところにありますように、死亡情報の収集というよりも、

生存を確認するというような説明のほうがいいんじゃないかということで、このコホート研究において、

研究の立場からは死亡ということがエンドポイントとして非常に重要なんですが、患者あるいは協力者へ

の説明においては、生存されているかどうかの調査とかいう言い方をすることが多いと思います。率直に

死亡あるいは死因の把握は重要だから集めさせてくださいというふうな説明をされることもありますけど、

そうでないことも多くて、この研究のパンフレットでは、先ほどから繰り返しています臨床情報なり、診

療情報の収集という言葉だけだったと思います。 

【光石委員】  普通、患者としてはやっぱりそういった死亡のときのことも原因をちゃんと知りたいと

いうふうに、そういう研究なんだということがわからないと、今、先生がおっしゃった両方をというのは、

患者にしてみると全然違うんじゃないでしょうかね。 

【丸山委員長】  インパクトが違うと思いますね。 

【光石委員】  はい。インパクトも違うし、意味内容もですね。 

【栗山委員】  いろんな人がいると思うので、そうかもしれないですけれど、おっしゃるとおりという

方もいらっしゃるとは思いますけれども、病因のところで、例えばがんの方に、あなたが５年先まで生存

しているかどうかを毎年調べますというような表現はやっぱり使ってほしくないなと、受けるほうからい

うと思うんじゃないかなと思うんですよね。ですから、そこはそう、あなたが生きているか、死んでいる

かの情報、もうちょっと上手な言い方はあると思うんですけど、ということをあからさまに言わなくても、

そういう研究ですといったところで、インフォームド・コンセントの限界とは言いませんけど、そういう

ことを上手に言う方法が一般的に、もう社会にコンセンサスが得られていない限りは、これは含まれると

考えてもいいのかなと思うんですけど。 

【丸山委員長】  この点については、前回の委員会で、対象疾患の選定のときに光石委員が、死亡に関

係する重大な疾患が一時的に選ばれたんじゃないかということをおっしゃっていると思うんですが、やっ
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ぱりそういう疾患を研究するのであれば、生死の把握というのは当然考えられるということにはなるとは

思うんですけどね。 

【光石委員】  生まれた人間は必ずいつかは死ぬんだというのは、最初からそうですからね。それで、

死ぬということについて何も言わないというのは、私に言わせると、それはずるいんじゃないか。やっぱ

り研究というものの中には、もちろん生存ということも大事なんだけど、やっぱり死んでしまうというこ

とがあって、その原因は何なんだということを追求して、将来の患者さんのために役に立つようにするん

だということになるのであってですね。だから、一人一人の患者だって、いつかは死ぬんですよ。もちろ

んその病気が治ったとしても、別の病気になるかもしれない。腫瘍なんていったって、それは最終的にが

んになるかもしれません。それは確率からいうとそんなに高くはないにしてもあるわけですよね。そうい

うことを考えると、もし私が患者だったら、そこまでちゃんと説明してもらっていて、わかりましたと言

ってやるのでない限りは、こういうことはやりにくいかなと。 

【丸山委員長】  増井委員。 

【増井委員】  おっしゃることはわからないではないのですけれども、確かにコホートの説明の部分と

か何とかのときに、死亡個票を調べるとかいう話が出ると、やはり死亡ということに注目されるというよ

うなところはあるというような話を聞いたりすると、時間的な問題、それから、その人自身が病気を持っ

ているというような問題を考えたときに、やはり人によって、その考え方はすごく違うと思うんですね。

実際に見たい、そこまで考えたいという方と、そうではないという方といらっしゃると思うんですね。説

明のところは、ある意味では、それの大枠の中で、やはり範囲を示すだけにしかすぎないわけですよね。

だから、そうやって考えると、僕はもしこれが、その病院で保存されている死亡診断書に限定をされるも

のであるならば、今の議論をずっと考えていくと、僕はカルテに準ずる情報として考えるということが、

それほど妥当でなくはないと思います。 

 ただ、それで、例えば病院自身が医事課で管理をするというようなことをされていて、それはカルテと

異なった情報だと考えておられた場合もあるというようなお話を最初にされましたけれども、そうなると

どうなるのかというようなことはあるんですけれども、向こうの、そういう意味では、自主的な協力をお

願いするという立場に、どちらかというと、プロジェクト側はなるんだろうと思うんですね。そこのとこ

ろで選別がかかるということで、安全弁が幾つかかかっているというふうに考えることはできるかもしれ

ないと思うんですね。 

 実際にこれがどこまで使えるのかというのは、やってみなくちゃわからない部分もあって、最初の診断

がそういう意味では非常に、病気を持っていらっしゃる方という、あるいは偏った集団ではありますので、

その形で追っていったときにどうなるかというのを、僕自身としては、研究のストレートなところではや

はり、欲しいという感じはするんですけれど、だから、確かにおっしゃることはわかるんだけれども、で

も、そこまで考える方がどこまでいるかなと思うと、やはり光石先生だからそう言うだろうなというよう

な感じもしないでもなくて。 

【光石委員】  いや、インフォームド・コンセントというのはやっぱり、何が説明されて、何を理解し
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て、何を同意したかということですから。そうすると、ただ同意書にサインだけあれば、それで……。 

【増井委員】  もちろんそれは。 

【光石委員】  ええ。そうじゃないわけですよ。やっぱりそうすると、例えばカルテでも普通の患者さ

ん、カルテを見せてもらうということは結構難しいですよ。普通はカルテに書いてあることの中から、ド

クターが口頭で何か言うことはありますけどね。でも、カルテの中にはクエスチョンマークで、この患者

はひょっとしたら何々かもしれないというようなことが書いてある。それは絶対見せないですよ。 

【増井委員】  そうそう。 

【光石委員】  うん。だから、そうなると、カルテに書いてあるから、それが全部というわけにはいか

ないんですよ。 

【増井委員】  それはそうだと思うんですね。だから、カルテ管理の部分で、ここからここへ引き写す

ということ自身にしてみても、あるいはやはりいろんなクライテリアがあり得ると思うんですね。カルテ

を全部見せてくださいというのが、ほんとうにそういう形の話を簡単に言う人がいるんだけれども。 

【光石委員】  普通はなかなか見せない。 

【増井委員】  と思います。あれはやはり僕は医師の診療のためにある。 

【光石委員】  そうでしょう。だから、場合によっては２種類、３種類書いている可能性があります。

もう見せてもいいカルテとですね。それから、やっぱり正直に書いてあるやつは、見せちゃうとやっぱり

ちょっとまずいなという。 

【増井委員】  精神科でも２タイプの方いらっしゃいますよね。 

【光石委員】  はい。 

【栗山委員】  いいですか。カルテって２種類、３種類書いてあるというのは、その病院、その病院の

方針だと思うんですけど、でも、カルテというのは情報開示請求をすれば患者が見られるものですよね。

生存中は。 

【丸山委員長】  個人情報の開示ですね。 

【栗山委員】  はい。生存していても。ですから、やっぱりカルテ情報はそういう意味では、２種類、

３種類と、そういうのを考え、突き詰めていけば、いろんなのが出てくるかもしれないけれども、あとは

インフォームド・コンセントをすれば、何をやってもいいと私は思っているわけではないです。もちろん

先ほど言った予後調査とか、健康調査をするというご了解をいただいているということと、何回も言うよ

うですけど、やっぱりその病院内ということに限定しているつもりです。 

【丸山委員長】  じゃあ、北澤委員。 

【北澤委員】  すみません。その審議３と審議２というのはちょっと、今の議論にもあるように、そん

なに切り離せないんじゃないかなと思いまして、特にその審議２の１番目の●で、「予後調査は、もともと

は予定されていなかったものであり、説明・同意書に示されていない調査であるため、予後調査を行わな

ければ本プロジェクトの価値が著しく損なわれるのでなければ、実施するべきでない」という意見がある

けれども、その後のこの会の議論としては、いや、十分意義があるからやりましょうということになった
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というふうに私は読んだんですけど、それでいいのかということですかね。 

【丸山委員長】  審議事項の２は、ちょっとあとでやりたいんですが、対象が住民票照会と、それから、

死亡票の閲覧なので、死亡票は死亡診断書の内容と同じで、審議事項３とかぶさるんじゃないかというこ

となんですが。 

【北澤委員】  ちょっと違うということですね。 

【丸山委員長】  見に行くところは保健所なんですね。保健所で保管されている段階で、あるいは厚労

省、総務省の電磁情報、磁気テープになっている段階での情報収集ですので、これは違うんですね。 

【北澤委員】  ちょっと違うということですね。 

【丸山委員長】  うん。違うんですね。３番のように、診療情報というふうに理解するのはできないだ

ろうと。ほんとうに予後調査。 

【北澤委員】  ただ、そうであっても、私は今、光石先生が言われたように、やっぱり研究の参加者が

どういうことを、情報を収集されるのかについて、やっぱりきちっと自分でも知った上で、それで例えば、

この情報はあとで調べられてもいいですよとか、それはちょっと困りますということについて、きっちり

とお互いが知っていないと、研究者は研究者の側に立って、これはいいだろうと考えるかもしれないけれ

ども、研究に参加している患者のほうは、必ずしも同じことをイメージできているかどうかはわからない

ので、要するに、形式上、死亡診断書がそのカルテに準ずる情報であるからといって、じゃあ、やっても

いいというふうに、そんなにストレートにはならないんじゃないかなというふうに、今の皆さんのお話を

聞いていて感じました。 

【丸山委員長】  はい。ありがとうございます。そうなんですね。両方の見方があり得るので難しい問

題だと思い、私もこのところ悩んできたところなんですが。 

【事務局】  事務局から素人の質問なんですけど、お医者さんに質問なんですが、カルテの一番最後に

は何と書くんですか。 

【森崎委員】  最後というのはどういう意味ですか。 

【事務局】  お亡くなりになったとき。いろいろ診療を受けて、その経過はカルテに書かれているけれ

ども、その最後は。 

【森崎委員】  一番最後？ 

【事務局】  一番最後です。 

【森崎委員】  一番最後、もし死亡を確認したら。 

【事務局】  死亡なら死亡と書くだけですか。 

【森崎委員】  いやいや、何時何分死亡確認ですね。 

【事務局】  何時何分、何によって死亡確認とかそういう書き方ですか。 

【森崎委員】  だから、その死亡確認は死亡確認で、その前提としては、何時に心拍停止とか、瞳孔散

大とかそういう、反射なしとかということは書きますけど、最後の言葉は確認ですね。というか、死亡時

刻を書きますよね。 
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【事務局】  原因までは書いたり書かなかったりなんですか。 

【森崎委員】  原因は書かないですね。その経過の中は原因が書かれていますよね。 

【事務局】  最後は、心停止確認のような感じなんでしょうか。 

【森崎委員】  最近は心停止じゃないこともあるんでしょうけど、まあ、そうですね。 

【事務局】  その方が大腸がんなのか、胃がんなのかと、そんなような言葉はあまり書かないんですか。 

【森崎委員】  言葉は書かないですよね。だからこそ、従前はというか、私が最初に卒業したころは、

死亡の原因はほとんど全部心不全なので、それはまずいというので、書き方が変わりましたけどね。 

【事務局】  じゃあ、カルテには、その死亡時刻、それから、死亡したという確認という言葉があるだ

けであって。 

【森崎委員】  その最後の行はそうですよ。でも、カルテはやっぱり長い経過があって、診療して、死

亡に至るので、その経過をもって、当然この診断書の言葉になるというふうに考えたらいいと思いますけ

ど。 

【事務局】  それに加えて、加えてということじゃないんですけども、カルテというのがいわゆる診療

情報であって、死亡診断書とか、死体検案書というのは、診療情報ではないんですかということですね。 

【丸山委員長】  それが今、議論の焦点です。 

【栗山委員】  ごめんなさい。私は、それがイコールなのかどうかという議論をしているつもりはなく

て、イコールだとしたらという前提に立ってのお話なので。 

【丸山委員長】  ああ、だから、認めるにしても、現実には、先ほどから言っておりますように、カル

テ情報でなくて、死亡診断書情報を提供するという病院の方針、そういう方針がある病院しか情報は出て

こないと思うんですね。 

【栗山委員】  そうですね。 

【丸山委員長】  そういう病院では、イコールと扱っているということになると思うんですね。 

【栗山委員】  ええ。だから、審議事項２のような、予後調査票は何とかかんとかと、こういう前提に

立ったら、もちろん３番が調査してもいいということにはならないと思うんですけど。 

【丸山委員長】  ええ。２番はまたちょっと、より難しい問題なんですね。これはほんとうに頭を抱え

るというか。 

【栗山委員】  ごめんなさい。今のご質問に対して、もう答えが出ているもの、前提としてしゃべって

しまったので、ただ、そこを今検討しているところであれば、今までの私の意見は。 

【丸山委員長】  いや、検討しているというか、死亡診断書あるいは死亡診断書情報がカルテ情報であ

れば認めるということが一つの立場ですよね。だから、光石委員のお立場というのはおそらく、そうでな

い、特に死亡情報についてかな……。死因情報ですかね。死亡はカルテに書かれますからね。死因情報。 

【光石委員】  死因ですね。 

【丸山委員長】  うん。この四角の死因のところについて、そうでないという理解のもとにここまで死

亡診断書にあわせた形で、情報を収集するのはいかがなものかというお立場じゃないかと思うんですね。 
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【光石委員】  そう数は多くないのかもしれませんけれども、死亡の原因というのは、医療機関が、例

えば何かの医療過誤でもって死亡したというようなことは書きにくいだろうと思うんですね。普通、書か

ないですよ。そうすると、死んだ人の遺族にしてみると、いや、これはひょっとしたら、この医薬品でも

ってそうなったんだとかですね。そういうこともあり得るんだけれども、そういうことは書いてくれない

とは思うんですね。だから、そこに例えば、原因はこれこれの病気というふうに書いてあったとすると、

それは事実と違うことが書いてあるというふうに思うかもしれない。だから、そういう意味では、非常に

その信頼関係がある医療機関との間ならともかく、そうでない限りは死亡の原因とか、それについてまで

書いてなかったとすると、そこまで研究しちゃうというんだったら、私はもうそういうのは嫌だという人

もいるかもしれないと。だから、むしろそれは常識的なんじゃないかなという気がしますね。 

【丸山委員長】  前回の議論もありますし、この研究に参加しようということで同意された方というの

は、この病気と、それから、病気の最終的な転帰である死亡ですね。そういうところと遺伝の関係を突き

とめてほしいということで同意されていることが多いということがありますので、各病院に訪問調査して

みると、協力者の方のモチベーションは高いですよというような説明をＭＣの方がなさることが多いので、

だから、同意されている、既に協力の意思を表明されている方については、普通の方とは同じように認識

するのは適切でないのかなとも思うんですね。わざわざ同意して、血液を提供して、臨床情報の収集にも

応じていただいているので。増井委員、どうぞ。 

【増井委員】  よろしいですか。うちの両親は○○で登録をして、母のほうは昨年亡くなったんですね。

ともかく話を聞いたんですけれども、役に立つならば何でもいいという感じですね。説明されたことはよ

くわかっていないのですよ。全然。随分いろんなものを見せて説明したんだけどな、全然わかってないん

だなという感じで、だけど、ともかく役に立つならばという感じで、そういう感じですね。だから、兄弟

たちを見ていても、みんな、○○に登録をしたり。だけど、大体みんないっぱいですと。うちの両親は、

いっぱいですといって断られたといってがっくりしていたりするんですよね。ともかく役に立つなら何で

もいいという。まあ、いいわという感じですね。だから、ほんとうにインフォームド・コンセントが成り

立っているとは、僕は思ってないんです。だから、ほんとうの前提のところから、そういう部分というの

を僕はあると思っているところがあって、内容を全部理解をしてという。 

【光石委員】  それは医学的、科学的な分野まで理解するというのは、それは僕だってもちろんできな

いしね。だけれども、それの、もしものすごく科学的な分野だったら、それの、いわば抽象的なところで

理解というふうに、それはそれでいいんだけど、要は、何が何だかわからないけど、とにかく役に立てば

いいといったとなると、それはインフォームド・コンセントと言えるのかなと。 

【増井委員】  いや、だから、僕は、やはり現場はそれが随分多いんだと思っていますよ。僕は、母か

ら随分自分の友達もそれに登録をしたと。ずっと病院に通っていたので、その話を聞いても、大体その理

解をしているとはとても思えないような発言もあったりして。「えっ」という感じもあって。 

【丸山委員長】  研究に協力したいという気持ちはおありなので。 

【増井委員】  そうそう。研究に協力したいとか、何か役に立つならともかく、使ってくれというよう
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な形だけなんですよね。 

【光石委員】  どういう研究かということがわかってないといけないんですよ。 

【増井委員】  どういう研究かというのについては、だって、どういう研究ができるかということはや

ってみなくちゃわからないわけですよ。ほんとうに。 

【光石委員】  いや、まあ、そうなんだけど、この研究の抽象的な目的は、こういう目的でやると。 

【増井委員】  だから、人の健康のためだと、次世代の健康のためだということを、それは思っている

わけだし。 

【光石委員】  うん。死亡原因というのは非常に大事なことになるんだということも言わない限りね。 

【増井委員】  そんなことまで、だから、自分たちの情報の何が使われるかということについても、「２

００項目答えたんだよね、どんなこと答えたの？」、「いや、もう忘れた」という感じでしたよね。だから、

僕はその話を聞いていて、ともかくそういう気持ちなんだなというのをすごく感じたんですよね。と同時

に、それはイギリスのバイオバンクでもともかく説明なんか聞きたくないと。おれは役に立てばいいんだ

という人がいたときに、その人をエンドロールするのかどうかという。その人の応募を受け付けるのかど

うかという議論が随分あったんですよ。でも、結局、受け付けるということにしたんですよね。ともかく

情報は全部与えようと。だけど、それはもうタッタッタッタと、ともかく画面を繰るだけで、何も見なく

ても、とにかくそこをつり下げて、最後にイエスと押せばという形を。だから、ちょっとそのあたりの議

論というのは、日本の中ではされてはいないんだけれども、ほんとうはすごく大きな問題だと思うし。 

【光石委員】  イギリスは結構ね、例えば、脳死の説明で、イギリスは脳幹死説だけど脳幹死の意味な

ど、どうせみんな分かんないとイギリスの倫理学者は言っていました。それで、インフォームド・コンセ

ントというのはちょっと妙な話だなと。 

【増井委員】  だから、あそこは「コンセント」という言葉を使っても、「インフォームド」をつけなか

ったのに、最近、文書を見ていると、「インフォームド」がついている文書が時々あるんですよ。ひどく不

思議なんですよ。コンセンティングとか、コンセントを得るということは言っても、そのインフォームド

がついていないんですよ。アメリカの文書はインフォームド・コンセント。でも、最近は、イギリスのを

読んでもインフォームド・コンセントと書いてあるのがあってというような形。だから、ちょっと、また

この下の議論になってしまったんですが、僕自身は自分の両親の様子を見ていて、ふーん、そうかという

実感はあるという感じですね。だから、随分その話はその後したんですけれど、まあ、いいんじゃないと

いう。 

【丸山委員長】  ありがとうございます。だから、インフォームド・コンセントの法律のモデルという

か、生命倫理のモデルで、多少なりとも明確に説明した上での同意というのが現実には同意する意欲はあ

るんだけれども、詳細は把握していないというのが少なくない。そういう場合に、協力したいという気持

ちを生かして、同意を有効とするのか、あるいは対象について認識して、正確な認識がなされていないの

で、有効とはできないとするのかというあたり、その対象者のほうにどちらが優しいかというか、という

ようなことがひとつあると思うんですね。 



 -27- 

 それからもう一つは、今、増井委員のご両親の話が出ましたけど、そういうふうに動機が強い方と、そ

れから、動機がマージナルな方がいらっしゃって、その動機が強い方については、個人的には細目につい

て理解されてなくても協力したいという気持ちを生かしたらいいと思うんですけど、それほど強くない方

はどうしたらいいのかなというのが。 

【増井委員】  でも、死亡を調べるわけなので、本人は何もそこでは言えないわけですよね。今からこ

れまでに起こった死亡を調べるとすれば。 

【丸山委員長】  拒否権の行使もできない。 

【増井委員】  だから、そういう形なので。例えばこの話で、病院に広報はしなければいけないという

話は先ほどから出ているわけで、広報したり、あるいは『バイオバンク通信』に載せて皆さんに配るよう

な形にしたときに、遺族から反対があったときどうするのかという議論は出たんですかね。 

【丸山委員長】  遺族からの反対は、このプロジェクトは、制度的にはないですね。 

【増井委員】  ないですよね。僕もそう思っているので。 

【丸山委員長】  だけど、こういうのを導入するのであれば、情報公開で、疫学研究倫理指針の情報公

開で、疫学研究倫理指針も生きている人しか考えていないんですけど、遺族への対応で、異論がある意見

が出されれば撤回してもらうというような扱いもできるかもしれないですね。 

【増井委員】  そこのところがさっきから気にはなって。 

【丸山委員長】  北澤委員、どうぞ。 

【北澤委員】  すみません。この委員会の予後調査検討ワーキンググループでは、カルテに準ずる情報

として取り扱ってよいとの合意が得られたとのことですけれども、今の議論を聞いていると、この委員会

においては、そんなに単純ではないだろうというような意見があるのではないかと思いますし、私自身も

そう思います。やはり今、丸山先生がおっしゃった、いわゆる情報の開示ですよね。疫学研究の倫理指針

における情報の開示、こういうふうな条件でもってというのもあるんですけれども、私が正直に感じると

ころ、そういうような後手後手の情報開示でほんとうにいいのかというのが、ちょっと個人的には疑問に

感じます。 

【栗山委員】  すみません。もちろんインフォームド・コンセントの要旨をつくるところから参加して

いないという不満は私は常に言っているので、北澤さんのおっしゃるような、こんな後手後手でいいのか

ということについては、後手後手でいいとは思いません。これは大きな問題だと思います。それは一言申

し上げた上で、もしこんな方法はどうでしょうというのをちょっと考えてみたんですけど、例えばこのイ

ンフォームド・コンセントに参加してくださった方々へのサンプル調査というのかどうかわからないんで

すけれども、その方々にアンケートのような形で、これについてどうでしょうといって、私たちがここで、

こういうところに協力してくれた人はこうであろうということを忖度するよりは、ちょっと投げかけてみ

るというのはどうなんでしょう。私は患者の立場として参加したら、そこも入っているだろうと思って、

オーケーと思っているし、増井委員のご両親のことを考えて、そうかなと思うけれども、やっぱりそれは

倫理的に正しくないのではないかというご意見が出ているので、そんな方法をとってみるというのはいか
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がでしょうか。 

【丸山委員長】  はい。増井委員。 

【増井委員】  この横野さんのプロジェクトにはそういう調査というのは入るんですかね。今の議論が

あるような。要するに、予後調査をするということについて。 

【横野氏】  ただ、それをやる場合には、既にもう研究参加の意思表明をしてくださっていて、参加し

ている方を対象に、ここの病院でやってみるとかということになると思うので、私のグループでやるより

も、プロジェクトがやったほうがいいんじゃないかなという気は、私はしますけれども、どうでしょう。 

【増井委員】  もしやるならば、それは確かに練られたほうがいいかもしれないと。 

【横野氏】  パイロット的なものを。 

【丸山委員長】  そうですね。議論しているよりも、調べてみるほうが早いかもしれないですね。 

【栗山委員】  多分、倫理をとか、法律の方から言ったら、全く、いや、別に私もそうですけど、きち

んと整理しておくことは大事だと思うんですよね。私は、もし自分がその参加した患者であったらという

立場でしか発言できないので、それも別に参加しているわけではないし、参加するとしても、予後という

か、あなたの生存調査をしてもいいですかと聞かれたときに、現状、そこにシビアな問題意識を持ってい

る疾患には属さない現状は、属さないので今のような意見が言えるのかもしれないという自分自身の立場

に鑑みて、言えることの限度はあると思うので、調査していただいたらいいと思います。 

【丸山委員長】  はい。増井委員。 

【増井委員】  ひとつ、調査をした場合に、調査というのは、例えば１００人やれば、９０人がいいと

言うけど、１０人は絶対反対とか言ったりするわけですよ。それについて、生きている人の意見は、その

段階でとれると思うんですけれども、死んでしまった人に対して意見はとれないわけですよ。そのことに

対して判断をする。だから、インフォームド・コンセントというのはすごく個人的なもので、個人のあれ

を生かすんだけれども、この委員会で考えること、あるいはプロジェクトで考えることというのはもう１

００人全体のことを考えるわけですよね。そうすると、要するに、実際に調査をしてしまって、出た結果

をどう扱うかということをきちっと考えないで調査をするということ自身もなかなか難しいのかなと思う

んですね。 

 ですから、我々がどこで何を決めようとしているのかということは、そこでは前面に出てきてしまう可

能性もあって。いや、調査というのは大体どのぐらいの感じになるのかなと思いながらいると。いや、ど

うしたって嫌だという人はいるだろうなとは思うんですね。その人たちに対して、生きている人はいいん

だけど、でも、死亡というのが出ている数千人、１万人の人に対して、どのように対処するのかという問

題は、１万を平均に扱うしかないんですよね。あるいは遺族に対してそういう機会を与えるということは

あり得るんですけれど、でも、どうなんだろう。家族の人たちが通院している場合は少ないような気がす

るんですよね。 

【丸山委員長】  おっしゃったとおりで、調査をして、その結果をどう方針に生かすかというのを決め

ておかないと、９０対１０とか、９５対５とかの結果が出たとき、あるいは７０対３０かもしれませんが、



 -29- 

そこでまた議論を始めるとまずいですね。あらかじめちょっと。 

【光石委員】  でも、調査なんかしないで、追加の説明書をつくったらいいじゃないですかね。それで

やればいいんじゃないですか。それで、もう亡くなった方についてはしようがないから、まだ生きておら

れる方に、今でいきますと、１６万７,０００ですか。その方はまだ生きておられる。 

【増井委員】  マイナス５万人ですから、１２万人ぐらい。 

【丸山委員長】  今後の対応としては、それが考えられ、今の第２期に入る、あるいは５年たったから

というので、再同意とっていますから、それで対応するのがいいということになるんですが、問題は亡く

なった方をどうするかということなんですね。亡くなった方のデータこそ、医学の立場からは欲しい情報

だと思うんですね。 

【光石委員】  でも、遺族の考え方と亡くなられた方の考え方は同じとは言えないですよ。それは遺族

の方は、これはどうしようとか、別の考え方をするんでしょうけど、やっぱりご本人がまだ生きていると

きに、そういう死んだ原因とかそういうこともちゃんと研究するんですよということをわかっている研究

かどうかということを調べないと、僕は遺族の考え方と、本人の考え方というのは一緒じゃないと思いま

すけど。 

【丸山委員長】  確かに。指針では、遺族の代諾を認めていますけど、一緒ではない場合がありますよ

ね。 

【光石委員】  はい。 

【丸山委員長】  難しいですね。 

【増井委員】  この議論を疫学の先生方が聞かれたらどう思われるのかなというのは。 

【丸山委員長】  いや、それはもう予測されていると思うんですね。ここでなされたのは。その上で、

やっぱり研究の意義のほうを疫学の方は優先されてということだと思うんですが、今はここでの、９名の

メンバーしかおりませんが、大体半分半分ぐらいですかね。光石委員、北澤委員が慎重で、これまで意見

をおっしゃったところだと、栗山委員、それから、増井委員が積極、あとは発言されていないというよう

なところですね。 

【光石委員】  疫学というのは、一人一人の問題じゃないですから、そういう意味では、疫学の分野で

は、一人一人のことはあんまり考えない。 

【丸山委員長】  いや、だけど、最初のデータは追跡しないといけませんから、個人データを追跡して、

あと、集計の際に氏名を取り去るということで。 

【光石委員】  だから、結局、倫理とか法というようなことを考え出すと、やっぱり一人一人の問題を

考えなくちゃいけない。それを無視したらおかしなことになってくるんですよね。 

【増井委員】  そうなんですね。だから、それは生きている人、僕はやはり今の、例えば１万人の人と、

それから、１２万人の人をちょっと分けて議論してということが一つと、それから、このカルテに準ずる

と考える、医療機関の対応として出してくれるという前提で考えると、僕自身は集めていいように思って

いるんですけどね。 
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【光石委員】  疫学の方は多分そうおっしゃるんだろうという気がします。 

【増井委員】  かつ、その生きている人たちには説明をするというのは。だから、それは次のステップ

なので。あるいは同時進行でいくんでしょうけれど。ちょっとよろしいですか。 

【丸山委員長】  ええ。増井委員、どうぞ。 

【増井委員】  今、再同意というのはどういう段階で、どういうふうに行われて。 

【丸山委員長】  前回、第３回の委員会で、森崎委員、上村委員、それから、隅藏委員の報告をいただ

いた○○と、それから、その後、ワーキンググループで報告したんですが、○○の報告していないですね。

○○の訪問調査した北澤委員と私の把握したところでは、第２期に入ったからといって、第２期に入った

最初の採血のときに、採血、今後、毎年１回、血清収集のために同意してください。そのときには同じよ

うに診療情報の収集も含めますということが答弁されています。だけど、光石委員のおっしゃるような死

亡情報の収集ということまでは明確には述べていないですね。そういう形で、○○などは第２期に入った

ということで、新たな同意を得ている。 

 我々が行きました○○では、第２期に入ったということで、再同意をするんじゃなくて、５年経過した

協力者の方には、当初の同意が、５年間継続しますということで、同意をいただいていますから、５年経

過して、６年目に入ったところで、同意をいただくということです。ですから、○○などの病院では、今、

第２期に入って、採血をしているときでも、まだ２年目、３年目、４年目、５年目の人については、再同

意を得ていないということですね。だから、病院によって方針は違うんですが、第２期に入ったところか、

あるいは５年経過した、６年目に入った方について、今配っていただいたような、ちゃんと複写式になっ

ているんですね。再同意の説明。説明がちょっと簡単なんですが、説明と同意を得るということですね。 

 基本的な説明といいますか、協力の内容について、どういうことなのかということは、第１期と第２期、

変わっていないと思いますので、この上の四角の中で囲んだようなことを第１期についても説明がなされ

ている。最終バージョンですね。については、説明されているというふうに認識していいんじゃないかと

思います。 

 ＤＮＡはいただきませんというのは、第１期については入っていませんけれども、だから、この書面で

も、あなたの診療記録、カルテの情報を閲覧転記させていただくほか、生活習慣や健康に関する質問をさ

せてくださいと。この説明で、そのさっきの死亡診断書情報を得ていいかどうかということですね。つま

るところ。 

【光石委員】  これではわからないな。 

【栗山委員】  すみません。これは継続ですよね。 

【丸山委員長】  ええ。 

【栗山委員】  継続の説明ですよね。私が言ったのは、継続の説明でそれをやっていいかどうかという

のではなくて、その前の段階で。 

【丸山委員長】  前の段階で、だけど、なされている、この箇所については大体こんな説明なんですね。 

【栗山委員】  ただ、もうこういう問題が出てきているのであり、それを検討する必要があるというこ
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とは、もうこの前のプロジェクトの段階でわかっていることなので、出てきたことですよね。検討という

か、議題に上がっていたかどうかはわからないんですけど、継続するとしたら、そういうことが問題に上

がってくるよねという話は出ていた段階で、それで、なおかつこれを、継続のお願いをこの程度のものに

して、これで有効と言われると、私もちょっと。前回のでということで……。 

【丸山委員長】  ですから、そうじゃなくて、当初の文言がこういうものなんですね。だから、当初の

説明文書に含まれて、こういう文句が含まれているとして、それに基づいてということです。 

【光石委員】  治験とか、あるいは医学研究などで追加の説明同意というのは結構あります。それはど

うしてなのかというと、何か新しい安全性のデータが出てきたと。そうなると、そのことも説明しなくち

ゃいけないとかということで、追加的に説明同意が結構多いですね。だから、こういうふうに、継続する

からどうこうということじゃなくて、この間のお話を伺っていると、やっぱりこういう死亡診断書とか、

こういった点が非常に大事な研究だということがだんだん出てきているわけですよね。だから、そういう

前提での追加の説明同意になるんじゃないかなという気がします。それを何でそういうふうに正直に言わ

ないのかですね。 

【増井委員】  いや、これで読めないですか。 

【光石委員】  これじゃ全然読めないです。 

【増井委員】  そうですか。そうか。診療記録、カルテだと読めないですけど、診療記録なら読めそう

な気が僕は十分するんだけど。 

【丸山委員長】  光石委員のほうは、自己決定モデルで立論というか、意見を述べられていて、増井委

員のほうは、思いやりモデルというか。 

【増井委員】  いいかげんモデルですが。 

【丸山委員長】  いいかげんモデルというか。少し前にも『バイオバンク通信』のところに死亡情報を

入手しますということを書けば、書いたところ、○○では死亡が間近に迫っている患者の方が多いので、

ＭＣの方がこの記事が収載されている『バイオバンク通信』は置いてくれるなというような意見がありま

したので、だから、その思いやりモデルの立場から取り扱うかで違うんですね。治験は、これまでの伝統

もあり、それから、やっぱり自己決定モデルで説明同意文書をつくっていると思うんですね。だから、よ

く読めば、深刻なことも結構説明され、今もおっしゃったように、追加情報があればそれを提供するとい

うことなんですが、それがまた、先ほど増井委員がおっしゃった、現実の患者の状況に適合しているかど

うかというのはちょっと考えてもいいことかもしれないと思うんですね。 

【光石委員】  私はいつも言うんだけれども、「協力」というような言葉が書いてあると、患者さんにし

てみると、協力しないなんて悪いなぁとみんな思います。だから、私は必ずこれは「参加」というふうに

してくださいといつも言います。「協力しない」というのは、患者として言いにくいですよ。だけど、「参

加」というと、ああ、研究に参加しているんだという、非常にそこのところは違う表現なんです。だから、

こういうふうに協力をお願いと言われると、協力しないなんて、とんでもない、悪いことだと普通の人は

思います。だから、こういうふうに「協力」と書くのはやめてくださいといつも言っています。 
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【増井委員】  さっき話したのは、僕自身が言いたかったことは、ただ１つで、やはり自己決定モデル

で動いていない人も随分いるんだなという実感をお話ししただけなんですね。だから、それでどうするの

かという問題は、また別のこととしてお考えいただきたいんですけど。 

【光石委員】  自己決定モデルで動いていない人が自己決定モデルの説明同意文書を見て、ああ、もう

この辺はどうでもいいやと思う方もいるかもしれないです。それはそれで、しようがないですね。 

【増井委員】  僕自身は診療記録というのが、自分がずっと入院している間つけられていてということ

があって、死にそうになったときもあってというような体験をした者として考えると、診療記録の中にそ

の死亡診断書と全く何の違和感もなく入っているというような形で考えるんですね。だから、先ほどおっ

しゃったように、生きていて死ぬまでというのが人の生だとするならば、その中の記録として、それが含

まれているというのは、そんな僕は違和感はないんですね。だから、どうしてそこにそんなにこだわられ

るのかが、僕にとっては、かえってわからないという感じが僕は強いんですけれど。 

【丸山委員長】  徳永委員、どうぞ。 

【徳永委員】  よろしいですか。何も言わないのもまた、うまくないと思うので。私も実は、そうです

ね。増井先生とほとんど同じような考えですね。というか、ここに書いている審議事項３の議論は、私に

はとてもよくわかるといいますか、そう言うと疫学的な発想だと言われると、もうそのとおりなんですけ

れども、無理のない議論といいますか、自分には納得の行く議論です。ただし、それともう一つ同時に言

いたかったのは、この「ご協力継続のお願い」というのは、明らかに全然足りないというか、説明がない

という、ほとんどないに等しいようなものだと思っていて、この間、これは別の話になってしまいますが、

ちょっとかかわるので、そのＭＣの交流会を聞いていても、医師も、その協力者、患者さんも、なぜ２期

なのか、なぜ継続なのか、追跡調査なのか、あまりわからないままで、だんだんモチベーションが下がっ

ているんじゃないかと。理解も薄くなっているんじゃないかという発言をしているＭＣの方は実際にいら

っしゃったんですね。だから、おそらく継続することの意義、第２期をより長期の調査を続けていくこと

の意味は非常にあると思うんですが、それが伝えるという努力、大きな努力はやっぱり払ってもらいたい

というのは、ＥＬＳＩ委員会としてやっぱり一番大きく投げるべきことじゃないかなと私は個人的に思い

ます。その中にももちろん、だから、この死亡記録のことに関してもやはり何らかの形で触れたほうがい

いと思うんですが、それだけを、それがメインではなくて、やっぱり基本的にバイオバンクのプロジェク

トをさらに長期に続けることの意味を理解してもらうような説明が一番重要なんじゃないかと。それはや

はり足りないと思っています。というふうに感じました。 

【丸山委員長】  ありがとうございます。 

【横野氏】  私、発言しても大丈夫ですか。 

【丸山委員長】  はい。どうぞ。 

【横野氏】  すみません。私の印象というか、自分が参加する側だったらというときの、どう思うかと

いうことなんですけれども、もともと第１期からあまり追跡という側面が提示されていなかったので、死

ぬまで追跡されるというようなイメージを持っていない方がほとんどじゃないかなというふうに思います。
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研究というのはそういうものだということは、ある人にとっては当たり前かもしれませんけれども、あま

りそういうイメージを持っていない人が多分多いだろうというふうに思います。病院に来て、たまたま来

たら採血させてくださいねというような受けとめ方をしている方が多いと思うので、自分が亡くなったと

きにそのことがこの研究の上でどういう意味を持つかというようなことまでは思いに至っていないのでは

ないかなというふうに思います。 

 その追跡するということは重要であるということと、それが研究に必要だということが今まで提示され

てこなかったことは残念なことですが、やっぱり今までの研究に、この研究についての提示のされ方だと、

その部分はかなり足りない部分があると思うので、死亡の情報がカルテにあるから、カルテの情報として

見ていいというだけでは割り切れない部分がたくさんあるのかなと思います。 

 さっきのサンプル調査をしたらいいのではないかというような話がありましたけれども、調査というの

は量的にどうかということもありますけれども、参加している方がどういうふうな思いを持ってらっしゃ

るのか。例えばそういうところは見られたくないというふうな方が１０人いた場合、その人はどういうこ

とを考えてそういうふうに思われるのかというところの質的な部分を把握するという意味でそういう調査

をすることは意味があるのではないかなというふうに私は思います。 

【丸山委員長】  増井委員、どうぞ。 

【増井委員】  ちょっとよろしいですか。そうなんですけど、そのことに関して、それじゃ、それをど

う生かすのかということと、それから、現時点というのがあって、過去と未来とがあるわけですよね。生

きている人、生きていない人、死んで亡くなられた方というのがいらっしゃって、それをどのように判断

につなげていくかという。だから、それは僕自身も知りたいと思いますよ。だけど、それが判断というこ

とを考えたときにどういうふうにつながるのかというのは、特に亡くなられた方々に対することというの

は非常に大きな問題かなと思うし、もう一つはやはり、確かに追跡をしないというような姿勢というのは、

１期の時というか、最初の時というのは、それは丸山先生がおっしゃったのですごく納得したんですけど、

ちょうどジェイミックの最初の熊野町のことがあって、それはしないというようなことが非常に強かった

中で、始まったわけですね。ですから、確かに説明の中に初期のというか、最初のあのパンフレットの中

にも、追跡はするというか、人の病気になって亡くなっていくという、そういう一生を追っていく、それ

が研究対象だということはイメージとしてやはりなかったんだなと、今になってちょっと。それはやはり

確かにメディカルコーディネーターの人たちとか、あるいはお医者さんたちがやはりきちっと意識してや

るべきなんですね。 

 だから、今、徳永先生が言って、おお、そうかと思って、僕は何となく、やらないのかな、やらないの

かなと思っていた身なので、何となくそれは最初からオフレコのような気持ちがしていたんだけど、そう

ではなかったんだなという。歴史的にも、それから、事実としてもそうではなかったんだということはあ

るかもしれないですね。そこには少し、やはり努力はすべきだということは言えるんだと。 

【丸山委員長】  ありがとうございました。ほかにご意見。じゃあ、森崎委員。 

【森崎委員】  臨床情報をカルテから得ますという言葉の持つ意味をどうとらえるかは、私自身の理解
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や解釈と比較的、事項の重みを考えたい、あるいはそこまで踏み込まれていないという言い方をされる光

石委員のような考え方がやはりいるんだなというのを、私もちょっと再認識を今、しています。そうなる

と、サンプル調査というのはもちろんいい情報は得られるかもしれませんが、たとえ１００人のうち５人

でも、ある意見が出たり、あるいは２人であっても出た場合に、２人だからいいじゃないかということは

なかなか、この種の研究では難しいだろうと。１００人で、でも、１００人はみんなそういうことは言わ

れないということがあれば、ちょっと考え直してもいいかもしれないけれども、そうでない場合にはやは

りそれを何らかの形で解決するような対策を講じた上でないと、このままの判断でやるというのは結構、

２期目をずっと続ける際には、逆に障害になるおそれがあるとちょっと私は感じました。 

 研究、自分自身も研究者なので、情報がないとできないという意味では、重要ではあるんですが、ただ、

そこを気をつけてと、気をつけ過ぎる必要はないんでしょうけど、きちんと把握をしていかないと、やは

りせっかく３０万人分、２０数万人ということがやはり、よりいい形では活用できないんじゃないかなと

いうふうに思いました。 

【丸山委員長】  ありがとうございます。栗山委員。 

【栗山委員】  賛成派と反対派というか、推進派とあれというので、先ほど名前が残っているので、一

言申し上げたいと思います。やっぱり本来、インフォームド・コンセントや何かは、おっしゃるとおり理

想的な形をとるべきだと思います。そこをＥＬＳＩ委員が関与し、それの結果、今ここでまた、その関与、

私たちがつくったインフォームド・コンセントについて不十分だった、あるいはそれはどう解釈されてい

るかということで、私たちに投げられるのであれば、これは我々の責任として、十分検討すべきだと思う

んですが、私の認識として、ＥＬＳＩがかかわらずにつくられたものに対して、最終的にＥＬＳＩ委員会

の判断を求められている現状においては、やはり今までの議論をクリア、ノーカウントにするような話に

なるかもしれないんですが、やっぱりきちんとしたものをつくって、それに基づいてみんなが安心して活

用できるようなインフォームド・コンセントなり、その第２回目の参加継続のお願いなりをつくっていく

べきであるという意見を、私の最後の言葉にさせてください。 

【丸山委員長】  ありがとうございます。最後のということで申しわけないんですけど、継続審議にし

て、次回に持ち越したいと思いますので、最後と言わずにまたちょっと発言いただければというふうに。 

【栗山委員】  いや、今回の。 

【丸山委員長】  あと、ほかにご意見がなければ、どちらに判断を下すにしても、軽々には決定を下せ

ない問題ですので、きょう、１つの意見に集約できれば、それでまとめようかと思っていたんですが、か

なり深刻な対立があり、かつ、その対立が合理性を持っていますので、次回までお考えいただくことをお

願いして、お考えいただいた上で、次回まで判断を先延ばしにさせていただきたいと思います。よろしい

でしょうか。 

【上村委員】  すみません。きょう出た、いろんな意見が出て、次回持ち越しということですので、で

きれば論点を箇条書きでもいいので、事務局のほうとかに提出してもらえないですかね。 

【丸山委員長】  難しいですね。 
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【上村委員】  難しいですか。 

【丸山委員長】  いやいや、努力しないといけないですね。はい。努力しましょう。 

【上村委員】  また次回というと１カ月後ですので、おのおのの先生方、お考えになるとは思うんです

が、やはりきょう出た内容は、ちょっと箇条書きでもいいので、次回、資料として出していただければ、

すぐまたお話しできるかなと思うんですが。 

【丸山委員長】  議事録を起こしていただいて、そのポイントを箇条書きにすることで、ある程度はそ

れが可能じゃないかと思いますので、努力を。 

【光石委員】  丸山先生がおっしゃった自己決定と、もう一つ、何とおっしゃいました？ 

【丸山委員長】  思いやりモデル。 

【光石委員】  思いやりモデル。 

【丸山委員長】  最近は感じるんですけど、特に深刻な病気の患者に対して、ほんとうに最後まで正確

に説明して同意を得るのがいいのか、それとも概括的な説明でいいのか。特に医療ならまだいいんですけ

ど、医療なら思いやりモデルで進めてもいいかと思うんですが、より深刻なのは、それを前提とする研究

の際ですね。どっちがいいんだろうかというのが。倫理委員会でも、意見を出されるときに、どちらの立

場で述べられているかによって全然違うことが述べられるんですね。それをこうやって分けてみると、わ

りかし整理がしやすいので、時々こういう発言をしている次第なんですね。 

 どうも失礼しました。じゃあ、取り扱いを。プロジェクトのほうには申しわけないんですけれども、も

う一回、次回検討するということにさせていただきたいと思います。 

【事務局】  すみません。いま一度、今の段階で論点整理なのでありますけれども、今の先生方のご議

論でありますが、集約すると２つかなというふうに思われますので、そのほかにもあれば出していただき

たいと思いますが、１つは、今までに既に亡くなられた１万人の方をどうするかという話と、それから、

これからの１２、３万人の方はどうするかという、そのひとくくりの話、これが論点１ですよね。それか

ら、もう１つは、カルテ情報といいましょうか、診療情報を見させてくださいということに対する、それ

をニアリィイコール死亡診断書と見ていいかどうかみたいな、そのあたりが議論の論点だったと思われま

すが、その２つぐらいでしょうか。 

【丸山委員長】  問題のテーマはその２つなんですね。あとはいろんな考慮すべき要素をどう考えるか

で、言葉だけ見て、この死亡診断書情報はカルテ情報に含まれると、あるいは含まれないと、議論するの

も一つですし、先ほど横野さんが少しおっしゃった、これまでの経過をよく知っているものであっても、

逆によく知っているものだからこそ、この死亡情報、この死亡診断書情報までは把握しないというふうに

協力者は思っていたんじゃないかということもありますね。熊野町の問題なんかと、このプロジェクトの

関係をよく知っている人だと、逆に含まれないと理解していたかもしれないので、だから、そのあたり、

協力者の見方によって違うでしょうし、それから、それは合理的な理屈の側面ですね。それから、気持ち

の側面で、協力の意欲の強い人と、あまり強くない人とをどう考えるかというあたりですね。 

【増井委員】  ちょっとよろしいですか。今おっしゃったことの、最初の点で言うならば、やはり追跡



 -36- 

の意味というのがきちっと認識をされるということが大事だろうという点は確かだと思うんですね。だか

ら、そのことについての説明というのが、今やっているこれの中にやはり、あるいは添付文書としてつけ

られるということは、少なくとも将来的な対応としては非常に重要だろうという。 

【丸山委員長】  そうですね。 

【事務局】  それは残りの１２、３万人対応という意味で、そう理解しました。 

【増井委員】  そういうことです。 

【丸山委員長】  さっきの論点１ですね。事務局がおっしゃった。 

【事務局】  ええ。それがそもそも論のいわゆる手法の話なので、それは今生きている方、１２、３万

人の方を、どうするかと。どう対応をとればいいのかというそこですね。 

【増井委員】  だから、調査をしても、どこかで線を引いて、えいやっとやらざるを得ない。 

【事務局】  いや、調査をすると、おそらく結論が出ない。 

【増井委員】  そうです。 

【事務局】  当然分割が出てきて、さらにその分割が出てきて、結局はなくならないという話になるの

で、ちょっと恐ろしいなとは思いますけれども。だから、横野先生が言うように、クオリティを議論する

のであれば、それは有用だけれども、○か×かの議論をしていくのでは。 

【増井委員】  できないですね。 

【事務局】  アンケート調査というか、そのパイロット調査は危険だろうなという気がしますね。 

【丸山委員長】  ありがとうございます。ちょっと時間も限りがありますので、これぐらいにさせてい

ただきたいと思います。次の議題なんですが、順番を変えまして、議題４ですね。ＭＣ交流会・ＭＣ講習

会について、４月７日に開催されました。このＥＬＳＩ委員会からは、ＭＣ交流会に上村委員、徳永委員、

それから、ＭＣ講習会に上村委員が参加されていますので、それから、プロジェクトのほうからも説明い

ただけるということでありますので、まずプロジェクトのほうから説明いただいて、その後、上村委員、

徳永委員からご説明いただければというふうに思います。すみません。お願いいたします。 

【プロジェクト事務局】  時間がないので簡単に。まずＭＣ交流会ですね。ＭＣの参加数が４８名でし

た。ＭＣ講習会のほうは８２名でした。交流会のほうの案内、ＭＣの皆さんの案内は、登壇者が１０名決

まっているだけで、特に自由参加で名簿とかもつくらずに参加いただいていたんですね。最初、ほんとう

に何名いらっしゃるかわからない状態で受付をしたんですけれども、４８名の方に来ていただけたという

ことになります。講習会のほうはもう参加人数は決まっていましたので、８２名来るということで、資料

のほうの準備もそれだけの人数分いたしました。 

 交流会のほうは、今まで、交流会と言いつつ、インタビュー形式で数人の方だけ集めて、お話を聞くと

いうことは過去に何度かやったんですけれども、今回の形で、ＭＣの方にスピーチをいただいて、それを

ＭＣの方が聞くという方式を初めて開催をしてみました。司会のほうも、ＭＣの方にご担当いただいて、

ＭＣのほうの、○○さんという○○の方なんですけれども、事前に打ち合わせして、進行もしていただい

たということになります。 
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 ここで、ＭＣの方からご提案いただいたのが、やはり先ほどの議論でもありましたけれども、第２期の

継続について、やっぱりチラシを我々はつくっていなかったものですから、自分たちが説明しやすいチラ

シを、予算をちょっととってくれみたいな感じで検討したいというお話がありましたので、ぜひお知恵を

くださいということで、これはＭＣの方にまた、このＭＣ交流会のほうで素案の検討のご協力をいただい

て考えていきたいと思います。 

 あと、情報交流を、ＭＣ同士でやりたいもので、メーリングリストを開設してほしいということで、今、

メールサーバーの手配をしております。次回また、これはちょくちょく開きましょうという結果となりま

したので、またこちらの次回については、幹事のほうで、この会議で決まりましたお２人のＭＣさんで、

今後のスケジュール等を幹事としてご尽力いただくということで、この時間は終わりました。 

 細かい形でいろいろご発表いただいた中で、各病院の工夫があって、参加された方に一部聞いたら、や

はり参加してよかったというご意見が非常に多かったものですから、交流会の会議の意味はあったという

ふうに私は思っています。 

 あと、続きまして、講習会のほうは、配付資料がこのまま添付されていますけれども、事務的なですね。 

【丸山委員長】  配付資料というのは、机上配付資料２－２ですね。 

【プロジェクト事務局】  そうですね。机上配付資料２－２ですね。 

【丸山委員長】  ダブルクリップのついているものですね。 

【プロジェクト事務局】  これ以上件数は増えませんので、もう各病院の成績発表みたいな形にちょっ

となりかけていたんですけれども、各病院のほうのインフォームド・コンセントをしていただいて、採血

と、臨床情報がそろっている数を公表させていただきました。また、ＤＮＡしかなくて、臨床情報がくっ

ついていないという情報もどうしてでしょうかという調査を依頼させていただくというアナウンスもさせ

ていただきました。 

 あと、システムのほうの入力エラーがやっぱりいろいろありますので、そちらのほうをすべて、５年分

まとめて、医科研のほうの統合臨床データベースをすべて修正するということで、そちらのほうの細かな

問い合わせ、報告いただいている報告書の内容の再確認と、ほんとうに細かいやりとりを病院と全部、１

件１件洗い出してやっております。 

 あとは血清の回収に関する注意事項ですね。血清ラックの破損がありますとか、再度確認をさせていた

だきました。あと、第２期に入って、新しくシステムを入れ替えましたもので、その臨床情報のシステム

に絡めた調査項目の内容も含めて、Ｑ＆Ａがいろいろありましたので、そこのＦＡＱについて、こういう

質問に対する答えはこういう答えですということを全部まとめたものを配布させていただきました。その

辺のアナウンスが中心となっております。以上です。 

【丸山委員長】  ありがとうございます。では、参加された上村委員と徳永委員からご報告いただけれ

ばと思います。上村委員からお願いできますか。 

【上村委員】  では、ご報告いたします。時間が押していますので、私が特に印象に残った点と、従来、

このＥＬＳＩ委員会で議論された点が、このＭＣ講習会・交流会で非常にクリアになった部分もあります
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ので、それを中心にご報告したいと思います。 

【丸山委員長】  机上配付資料２－３でよろしいですか。 

【上村委員】  はい。１の開催内容というか、要領は山下さんがおっしゃったとおりで、裏表で５ペー

ジになりますが、２がＭＣ交流会、３がＭＣ講習会と続けて報告します。 

 交流会のほうは、各病院、５分間で、スライドを使って説明されるところもあれば、口頭でしゃべられ

たところもありますが、非常にフランクで、かつフレンドリーな雰囲気で、司会が武藤先生プラス○○の

ＭＣさんを司会に立てたというところで、非常にいい感じで進んだと思います。 

 各病院の題名と、あとちょっと印象に残った点を箇条書きで書いてありますが、訪問調査で行くと、い

ろいろ各病院、工夫されている点がこの交流会での各病院の報告にも、こういうところでご苦労されてい

るなとか、こういうふうに工夫されているなというのが、私の印象にあったものを箇条書きで書いてあり

ます。 

 １０番の○○、これがきょう議論が増井先生からあった、このＭＣという制度を今後どうつなげていく

かというお話があったと思うんですが、３ページの（１０）の最後の報告された○○のＭＣさんは、やっ

ぱりＭＣとして模索しているというようなことを話して、今後どうあるべきか、何を目指すか、行き着く

ところはということで、自己啓発にも熱心で、人類遺伝学会のメディカルゲノムリサーチコーディネータ

ーという資格も受験されているというような話があって、訪問調査でも感じるのは、ＭＣの方、今、一病

院のオーダーメイド医療実現化プロジェクトの、いわゆるＭＣをやっているけど、今後、自分のキャリア

パスなり、これだけ先端医科学が発達していく中で、この経験をどう生かしていったらいいのかというこ

とをおっしゃるＭＣさんもいらっしゃるんですね。ですから、今後、ＭＣさんの立場に立って、単にこの

プロジェクトが終わったら終わりなのか、あるいは今後こういう、ますます研究者や臨床のドクターと患

者さんの間に立って、ＩＣを行っていく、データ管理を行っていくという、こういう職種がやっぱり必要

と感じますので、今後どうしていくかというのは、ＭＣさん自身も考えてらっしゃるし、やはりこういう

国のプロジェクトで動いているほうとしても、やはり今後の一つの課題なのかなというのを感じました。 

 ３ページの質疑応答と、まとめとなっておりますので、ご報告します。 

 （１）で、ＭＣ業務の取り組みにおける工夫や課題ということで、いろいろ、どうやって患者さんと接

していますかという中で出た内容を箇条書きにしています。きょうも議論があった、下から「・」の３番

目ですが、やっぱり、「まだやっているのか」、「どうしてこんな長くやるのか」という患者さんや、あるい

は病院のドクター、医療の供給サイドからもそういう質問が出ると。それに対しての説明の必要性を感じ

るというのが幾つかありました。 

 今後の課題として、やっぱり私たちも考えなければいけないのは、この研究に参加していない、知らな

い人へどう啓発していったらいいのか。あと、将来的に研究成果が次々に出てくるでしょうけど、これを

社会へ還元していくときの課題とか準備もしていかなきゃいけないんじゃないかというのがＭＣさんから

話が出たのが印象に残っています。 

 あと、（２）ですが、プロジェクトの広報媒体については、ＥＬＳＩ委員会でも何回も議論されています



 -39- 

が、やはりその『バイオバンク通信』以外に、ＭＣが使いやすい、患者さんもわかりやすい、やっぱりチ

ラシが必要だという意見が幾つか出て、要は、プロジェクト事務局サイドもその方向で一緒にやりましょ

うと、武藤先生がＭＣさんに投げかけて、今後チラシをつくっていく方向になったというのがひとつ大き

な進展だったと思います。病院によっては、もう○○では独自に作成していますというような話も、その

チラシに準ずるものでありました。 

 最後に武藤先生が、（３）ですが、まとめられたんですけれども、チラシについては、ＭＣの意見を取り

入れたものを作成すると。それにあたっては、試作文をつくって、皆さんの意見を集うというようなこと

をおっしゃっていました。 

 ４ページの次ですが、今まで事務局とＭＣという関係は、ある意味、すごく密だったんですが、どうし

てもその訪問調査をすると、ＭＣさんが結構、孤軍奮闘している。ドクターや、いわゆるあの病院の協力

関係を得られなくて、なかなか意識が薄れる中で頑張っていらっしゃるという中で、やはりプロジェクト

がその協力医療機関のＭＣさんだけではなくて、やっぱりある意味、病院長を含めて、各診療科のドクタ

ーとかですね。そういう方へのやっぱり働きかけなり、ドクターが協力しやすいような関係をどう構築し

ていくかというのも一つの課題かなという、そこら辺も重要だなと感じました。 

 あと、ＭＣからのメーリングリストの作成をすることを武藤先生のほうから提案されました。今までＦ

ＡＱはあったんですが、やはりＭＣさんの相互交流をやっていくということは今までのＥＬＳＩ委員会で

も幾つか話が出たと思いますが、そういうのを逆に、プロジェクト事務局のほうから提案がされました。

あと、交流会を継続していくということで、東京以外での開催を望む声が出たということです。 

 すみません。次、ＭＣ講習会を続けてご報告しますが、構成としてはまず久保先生がお話になった後、

プロジェクト事務局から具体的な事務の話が幾つか出ました。 

 （２）の⑤ですが、業務日報システムというのがどうやら立ち上がっているらしくて、各協力医療機関

の業務の実施状況をリアルタイムで把握できるということと、あと、血清の搬送ですか。ここら辺を効率

よく、無駄なくやるための仕組みとして、こういうシステムが動いているようです。詳細はプロジェクト

事務局から出ている資料を見ていただければと思います。 

【プロジェクト事務局】  まだ導入はスタートしていないので、これからちょっとテストで一部の病院

に協力いただいて、運用がしっかり行くかというのを確認した後、導入を考えています。 

【上村委員】  はい。あと、⑦の血清の集荷についてということで、第２期目の１年目サンプルを５月

までにすべて集荷する計画で、今動いていると。ですから、５月中には１年目の血清サンプルが全部集ま

るということです。 

【プロジェクト事務局】  そうですね。第２期、１年目ですね。はい。 

【上村委員】  そういう説明がプロジェクト事務局のほうからされました。あと、質疑応答のところで、

久保先生が幾つか答えられているんですが、ある病院から既往歴について新たに判明したものについて、

追加入力できないようになっているということに関して、久保先生のほうから、研究を進めていくために

は、ある時点でＤＢをフィックスする必要があるということで、新規の入力はできない仕組みになってい
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ますので、よろしくお願いしますということです。 

 あと、最後の５ページですが、がんの情報入力をもっと省力化できないかと。これはもう１期目から、

がんによっては相当厚い情報を入れるということで、これは省力化できませんかとＭＣさんからの要望は

以前からあったんですが、これがまた質問出ました。久保先生としては、やはり非常に多い、それは理解

できるけれども、修正するためにはいろんな面から難しいということで、現状でお願いしますというよう

な話があったかと思います。 

 講習会の最後に、新臨床情報入力システムということで、３月から稼働しているというのは、今までの

委員会でもお話があったと思いますが、これについて、ＮＴＴデータさんが説明されたんですね。私聞い

ていて、非常に問題のあるプレゼンだったなと思いまして、②ですが、そのＮＴＴデータの説明担当者が

単に操作方法を画面イメージで説明していくだけなんですね。それだったら、マニュアルがあれば足りる

内容で、この講習会でやる必要があるのか、あるいはＭＣさんが求める説明というのは把握した上でのプ

レゼンじゃなかったということで、ちょっとこれはプロジェクト事務局への要望ですけれども、ＮＴＴデ

ータとシステム開発の担当業者と、やっぱりプロジェクト事務局サイドとの事前準備というか、すり合わ

せがちょっと足らなかったのかなと。多分ＮＴＴデータに説明を丸投げされていたんじゃないかなという

感じがします。結果、③の質疑応答時間で、ＭＣさんから多数質問が出たと。私の印象としては、新しい

システムについて、ＭＣさん、まだよくわかっていない感じでした。３月に導入したシステムであるにも

かかわらず、もしかしたら、その導入前の教育とか使い方というのを、この講習会の４月になってから初

めて行ったんじゃないかなという、もしそうだとしたら、それでよかったのかという疑問を持ちました。 

 システムの変更要請がＭＣさんから幾つか具体的に出ましたけれども、担当者が、検討します、検討し

ますで、あいまいな回答に終始していて、逆に混乱していたんじゃないかなと。私も以前、システム開発

なり、コンサルをずっとやっていましたので、多分まだ若年のトレーニングのつもりで説明させていたの

かもしれないですけど、後ろの席に２人、上司らしき人がいるんですね。でも、私から見ると、もう混乱

を呈しているから、かわって、やっぱり状況を把握して説明する必要があったと思うんですけど、どうも

上司らしき人も後ろで何かこそこそ話をして、ちょっと対応もしないという感じに見えて、非常に問題が

あると思いました。 

 終わった後、久保先生とちょっとお話ししたんですけど、やっぱり久保先生も非常にお怒りになってい

ました。この説明では、ＭＣさんに対して、逆にシステムの印象を悪くするということをお話になってい

ました。 

 最後、④ですが、ＮＴＴデータが、いわゆるこの臨床情報システムだけではなくて、いろんなシステム

を開発しているというように、私理解しているんですね。そういうことで、システムの開発担当者、いわ

ゆる主体の方がもしああいう人たちでやっているとしたら、どれだけシステムの、いわゆる外部仕様とい

うか、ニーズを把握して、現場で使う担当者に説明されてきているのかというようなことで、１期目から

通じて、システム関係は視察とか行っていないんですよね。ですから、システムがどういうふうに動いて

いるのか、データの流れがどうかと、いわゆるシステム面の側面から一度、視察等をまだ行っていないと
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思いますので、２期になったらぜひ説明と視察を行われたらどうかなと思いました。 

 最後に、ＭＣさんからプロジェクト事務局へのお願いということで、これはどの訪問調査に行っても言

われることですが、プロジェクト事務局から突然のお願いや依頼事項が多いと。事前の連絡や調整をお願

いしたいということがＭＣさんの要望として出ましたので、ぜひ。プロジェクト事務局の皆さん、全員出

席されて聞いていらっしゃったので、ほんとうに講習会も含めて、交流会からの流れの中で、非常に率直

かつ、今までの課題であったチラシの必要性だとか、ＭＣからの交流を広げる仕組みをつくるとかですね。

そういう話が実際出ましたので、今まで課題になっていたものがこれから動き出すなという感を強くいた

しました。プロジェクト事務局の方は朝から晩まで非常に大変だったと思います。ご苦労さまでした。以

上です。 

【丸山委員長】  ありがとうございました。じゃあ、徳永先生、あんまり時間ないんですが、書面を用

意していただいていますし。 

【徳永委員】  特にそんなにつけ加えることはないかと思います。私は前にも言いましたかと思います

が、理研のほうのシンポジウムがあって、交流会があって、講習会があって、その最後がこのオーダーメ

イド医療のシンポジウム。理研のほうのサイエンティフィック・アドバイザリー・ボードのメンバーなも

のですから、理研のシンポジウムに出て、途中、交流会に聞かせていただいて、それでまた理研のほうに

戻ったという状況で、実際は交流会しか、きょうご報告するのは交流会の内容だけですけれども、特に加

える、細かいことは一切なくて、私が感じた内容の中で、特に意味のあるといいますか、一言で言うと、

強い印象を得たところがやはり熱意があるということですね。それから、おもしろいと思ったのは、ポス

ターをわざとつけてはがして、また、つけてはがして。つけっ放しだと背景の中に埋もれてしまうので、

わざとつけてはがして、つけてはがしているなんていう、そういう工夫の披露もあったということがあり

ました。 

 取り上げられた主な課題ということで、さっき言いましたように、だんだんその関心が薄れていると。

やはりなぜ２期をするのか。その目的は何なのか。あと、なぜ追跡調査をするのか。その意義。これはや

はり理解されていないようだと。ドクターの側にも、患者さんのほうにも十分伝わっていないようだと。

それから、再同意のとり方はどういうふうにとるかと。結局はやはり説明、パンフレット、どんな形であ

れ、その意味を理解してもらうようなものを用意するということが一番多いんだろうと、一番重要であろ

うというふうに思います。 

 確かにこの交流会を聞かせていただいて、ＭＣの方々の意欲やノウハウを維持する上で非常に意味があ

るというふうに理解し、そういうふうに感じましたと。あとはこれだけ多くの方々、熱意のある方々がい

ろんな経験に基づいて、いろんな提言をしているというのは、これはやはりそれを整理して、体系化する

ことで、何か記録を残す、そういうものをまとめたものを公開するといいますか、記録として残すことに

よって、今後、何しろ国が動かしている、この手の事業では一番大きいわけですよね。一番ノウハウも得

られるはずなので、それをぜひ国全体に役立てるという仕組みを考えられるといいんじゃないかなという

ふうに思います。 
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【丸山委員長】  ありがとうございました。非常に意義深い会合だったようで、今、徳永先生もおっし

ゃいましたように、サイエンティフィックなミーティングがあり、交流会があり、講習会があり、その後、

シンポがありと、盛りだくさんで、ちょっとまとめるのも大変じゃないかと思うんですが、まとめる価値

は大いにあるという会合であったようであります。何か質問があればお出しいただきたいと思うんですが。

じゃあ、栗山委員、どうぞ。 

【栗山委員】  質問じゃなくてよろしいですか。今のこのＭＣ講習会とＭＣ交流会は、こういう形のも

のを皆様が望んでらっしゃることを私たちはいろんなところに訪問調査に行って、お伝えしてきたかいが

あったなと思いました。 

【丸山委員長】  ありがとうございます。では、引き続いて、オーダーメイド医療を考えるシンポジウ

ムが開かれました。これもプロジェクト事務局にご報告をお願いしていたんですが、私のほうで報告して

よろしいですか。 

【プロジェクト事務局】  はい。 

【丸山委員長】  この抄録集がコピーされているパンフレットが資料なんですが、資料３であります。

資料３の１ページ、裏のところ、裏表紙に当日の内容が書かれております。シンポジウムの内容としまし

ては、これまでと同じような中村先生の基調講演、それから、今回は、成果の報告として、前佛さんと松

田さんから報告があり、抄録がその後に添えられておりますが、私がこのＥＬＳＩ委員会の状況について

説明し、それから、解析機器を製造されている理研ジェネシスの塚原さんから状況の説明がありました。

その後、時間は短かったんですが、パネルディスカッションで少し議論したというところです。 

 ちょっと時間が押しておりますので、これぐらいで、その内容の説明を終えたいと思います。 

 それから、その後ろにとじておりますのが、『バイオバンク通信』、そして、最後に、とじておりますの

が、④ですが、アンケートのお願いということで、これまでどおりのアンケートをこのシンポジウムの実

行に当たる、実行委員会とＥＬＳＩ委員会の名前で実施しております。事務局に伺うと、現在、集計中と

いうことです。何か質問がありましたらお出しいただければと思うんですが。 

 じゃあ、ちょっとこちらの不手際で時間が不十分になって恐縮なんですが、議題５として、その他、事

務局よりご連絡があるようですので、お願いしたいと思います。 

【事務局】  はい。２点ありまして、１つが机上配付資料３、これからの会議日程スケジュールでござ

いますので、各委員の先生方、お手帳の確認、お願いしたいということが１点。６月と９月の開催日が第

４火曜日じゃなくなっておりますので、ご留意ということが１つ。それから、もう一つでございますが、

病院訪問調査のスケジュールのお伺いということで、過日メールさせていただきましたが、栗山先生、増

井委員、光石先生からまだご連絡いただいていないものですから、ご連絡をいただき、あと、開催につき

ましては、事務局預かりにさせていただきたいというふうに考えておりますので、ご了解をいただければ

と思います。よろしくお願いいたします。 

【丸山委員長】  よろしくお願いいたします。これで、お開きにしたいと思うんですが、何かご発言あ

りましたら。なければ、きょうは段取りが悪くて、ちょっとあとのほうが押せ押せになってしまいました
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が、ご協力、どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 

【事務局】  プロジェクト事務局から、『バイオバンク通信』６号をお預かりしていますので、ご必要な

方、お持ち帰りください。ここに置いておきます。 

 

―― 了 ―― 


